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総雨量：1,216 mm (埼玉県名栗 )

※ 日本の年平均降水量は1,700mm

水位：8.2 m (岩淵 )

※平均水位は1.3m(2008年 )

浸水家屋数：27万 戸
流失全壊家屋数：1,679 戸
被災者数：150万 人
※ 東日本大震災による被災者数は約41万人

死者数：369 人 (利根川筋を含む)

被害総額：約1億2,000万 円 (全国 )

※ 明治43年の国民所得の1.7%に相当

移転家屋数：1,300 戸
土地買収面積：1,088 ha

総工事費：3,147万 円 (土地買収・家屋移転費除く)

工事期間：約 20 年 (明治44年～昭和5年 )

延べ労働者数：310万 人・日

死傷者数：998 人 (うち死者22人 )

掘削浚渫土量2,180万 m3

※ 東京ドーム約18杯分

 

全国ランキング編 (109水系中の順位 )

明治43年洪水編

放水路開削工事編荒川下流部なるほどデータ編

想定氾濫区域内一般資産額

年間利用者数

流域面積

幹川流路延長

関東

関東
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関東

関東
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信濃川

荒川
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荒川

百万円

万人

調査基準年：平成17年

平成22年4月30日現在

平成22年4月30日現在

平成18年度河川水辺の国勢調査

km2

km

流域面積の規模の割に
資産額が大きい！

川の長さの割に
利用者が多い！

200年に一度の雨が降った場合、岩淵地点を流れる水の量は毎秒7,000 m3

※ 東京ドームが約3分でいっぱいになる水の量

荒川下流部の大潮時の干満による水位差は 2.03 m (平成17年～21年平均値 )

平成22年度クリーンエイド参加者総数は10,675 人
※ 平成22年度に自主的河川美化活動 (クリーンエイド )に参加した人の延べ人数

荒川ロックゲートのゲート開閉速度は日本最速10 m/分

※ 岩淵水門の開閉速度は0.3m/分

荒川放水路の河川区域は1,664 ha

※ 荒川放水路に接している自治体の都市公園面積 (1,608ha)と同程度　
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荒川下流部は、大都市における貴重なオープンスペースとして、

多くの人々の憩いと安らぎの場となり、動植物の生息・生育の場ともなっています。

しかし、「荒川放水路」と呼ばれていることから分かるように、

自然にできた河川ではなく、約80年前に人間がつくった人工の河川です。

荒川放水路が開削される前の江戸・東京は、

有史以来、度重なる洪水被害を受けてきました。

特に、明治40年、43年の洪水は、

近代国家の帝都建設に向けて拡大していた工場地帯や市街地が浸水し、

大きな打撃を与えました。

荒川放水路は、このような洪水被害を契機とする抜本的な治水対策として、

明治44年に着手され、昭和5年に完成しました。

放水路の完成により、東京東部・埼玉南部の低地帯は洪水から防御され、

一気に市街化が進みます。

明治の産業近代化、関東大震災、東京大空襲、高度経済成長、

そして現在に至るめまぐるしい変化の中で、

荒川放水路は、首都東京とその周辺都市の発展とともに変遷してきました。

本誌は、これまで荒川放水路がたどってきた100年の変遷をまとめたものです。

みなさまと一緒に、荒川放水路の歴史を知ることにより、

いまの荒川、未来の荒川について、考えを深めていきたいと思います。

都市を往く  荒川放水路
第1章 
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第 章1
江戸の発展と荒川

江戸の発展を支えた舟運網。

物資の積み下ろしを行う河岸も貴重な役割を果たしま

した。

江戸時代の治水対策
大都市・江戸を守った日

に

本
ほん

堤
づつみ

・隅
すみ

田
だ

堤
づつみ

。

一方、その上流の氾濫地帯では、頻発する洪水に備え

様々な知恵を絞りました。

地図：江戸の発展を支えた関東の諸河川と陸路の関係 ( 資料提供：野田市郷土資料館 )
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1-1

徳川家康が入府する以前の江戸

は、小さな漁村に過ぎなかったと

いわれています。

しかし、家康入府後における

江戸は、大規模な造営工事により、

近世城下町として発展しました。

その発展の影には、物資の輸送を

担った舟運の形成と、船着き場と

しての河岸の存在が大きく関係し

ていたと考えられます。

江戸初期の隅田川と
城下町建設着手まで

江戸に幕府を開いたのは家康の

卓見であり、その江戸の発展の基

礎を築いたのは家康の功績である、

というのがこれまでの定説です。

一方で、中世の江戸が、瀬戸内

海・伊勢湾から品川湊に通じる太

平洋海運と利根川・常陸川水系と

をつなぐ中継地として、重要な位

置を占めていたとも考えられてい

ます。この場合、江戸の市街地が

まったく新しく低湿地に形成され

たのではなく、城下町建設にあたっ

ての条件がそろっていたと考えら

れます。

江戸における
水路網形成のはじまり

家康は、天正18年（1590）に、
江戸城に入ると、ただちに城下町

の建設に着手しました。平川から

江戸城の真下まで、物資の輸送が

できるよう道三堀と呼ばれる船入

江戸市中の拡大

発展を続けた初期の江戸の町で

したが、明暦の大火（1657年）を
境に、さらに大きく変化しました。

幕府は明暦の大火の後、いわば飽

和状態に達していた江戸を徹底的

に改造する方針をとりました。

具体的には、大名屋敷は江戸城

郭内より移転させられ、また、そ

れまで江戸城付近にあった米蔵等

の倉庫群や日本橋・京橋にあった

町人の倉庫機能の多くも隅田川沿

いに移されたのです。

寛文元年（1661）、隅田川に大橋
が架けられたことから、本所・深

川への交通が便利になるとともに、

周辺の埋め立てにより、排水と水

運の便が同時にはかられました。

大橋は、後に両国橋と呼ばれ両

橋詰が広小路として整備されまし

た。広小路は見世物小屋や茶店が

ひしめきあう繁華街になるととも

に、江戸市中の人々への情報発信

機能も持ち合わせていました。

その後、元禄6年 (1693)に新
大橋、元禄11年に永代橋が架け
られて、拡大する江戸市中と周辺

の交通はさらに便利になっていっ

たのです。

河岸の果たした役割

江戸の経済活動を支えたのは、

江戸湊に集められた物資を市中に

配分していく、下町に張り巡らさ

れた運河網でした。それらを積み

下ろす場所である、船着き場とし

ての河岸も重要な役割を担ってい

ました。人と物の行き交う場であ

る河岸の賑わいは、江戸名所図会

などでも伺い知ることができます。

河岸は、扱う物資に応じ街と職

業を結びつけて形成されていまし

た。例えば、「材木」は江戸城築城

の頃からの重要物資であったため、

当初は道三堀に築城用材木揚場が

でき、材木町が形成されたのでし

た。その後、寛永18年（1641）の
大火を機に、市内5箇町にあった
材木町は隅田川東岸の永代島に

移されました。元禄12年（1699）
には木置場が猿江の埋め立て地に

移転を命じられ、翌年再びその南

側に移転し、昭和40年代までつづ
いた「深川木場」となったのです。

当時、重要であった築城用の材

木に限らず、米をはじめ日常に必

要な生活必需品についても河岸を

利用され江戸市中へと分配されて

いきました。

江戸の発展を支えた舟運網。
物資の積み下ろしを行う河岸も貴重な役割を果たしました。

江戸の発展と荒川

江戸時代の水路網 (資料：「明暦開版新添江戸  図（部分）」より作成 )

人と物が行き交う河岸  (出典：国立国会図書館所蔵 )

都市計画運河（花畑運河の成立）
Column

荒川放水路開削により、北関東か

ら東京都心部への重要な舟運路で

あった中川が、荒川放水路によって

分断されることとなりました。

そこで、中川から綾瀬川へと船を

通して距離を短縮し、舟運の利便性

を高める一方、木下川水門での渋滞

解消を狙いとした花畑運河が都市計

画事業によって開削されることとな

り、昭和6 年 (1931) に通水しました。

往時には、たくさんの舟運があっ

たと考えられる花畑運河ですが、そ

の後の土砂堆積によって維持困難と

なったため、昭和16年 (1941) には

準用河川花畑川となっています。

花畑運河は都市計画事業として

実施されたものですが、大正8 年

(1919) の都市計画法制定後、全国

的にも都市計画事業として新たに開

削された運河は少なく、大阪の城北

運河、名古屋の中川運河、富山の富

岩運河などの例にとどまります。後

に東京には数多くの運河が誕生しま

すが、これらは埋立に合わせて形成

されたものです。

現在の花畑川

堀を開削し、これに沿って最初の

町人地である材木町等が開かれま

した。また、本所・深川から房総

を結ぶ小名木川もこのころから姿

をあらわします。

小名木川の開削は行徳の塩を運

ぶ「塩の道」として説明されること

が多いのですが、全く新しい水路

というよりも、干潟につくられて

いた不整形の水路を整備したもの

であり、その整備の際の浚渫土砂

は、新干拓地の形成に利用された

と考えられます。また浚渫土の一

部は、隅田川沿岸や隅田川に近接

した水田上に盛土して市街地を造

成したとも考えられます。

慶長8年（1603）、徳川家康が征
夷大将軍になると本格的な江戸城

の建設が始まりました。水路の整

備をみると、日比谷入江に運河が

掘られ、各運河の南端は溜池川（汐

留川）にまとめられました。平川・

小石川の水は隅田川（当時は浅草

川）に落とすようお茶の水に掘割

が開削され、切り離された台地は

駿河台となったのです。こうして

平川と小石川に挟まれた低湿地も

宅地化されていきました。
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1-2
荒川の流路の付け替え

かつての荒川は洪水のたびに

氾濫を起こす「荒ぶる川」として認

識されていました。その中でも荒

川扇状地の扇端に位置する久下地

点は、流路が変わりやすく洪水に

対して非常に不安定な地域でした。

そのため、この地点で流路の付け

替えが行われました。

荒川の付け替えの目的には諸説

があります。例えば、幕府にとっ

て重要な街道であった日光街道と

中山道の防備も含めた治水対策といており、遊郭・吉原へ

の通い路としても利用さ

れました。

隅田堤の築堤は、諸説

ありますが 16世紀後期
の築造といわれ、綾瀬川

合流点から小梅町 (綾瀬
川合流点上流～千住は掃

かもんじゅくづつみ

部宿堤）

まで続いていました。

隅田川の日本堤・隅田堤が接近

する部分は、堤防が漏斗状に狭窄部

を形成しています。これにより、日

本堤の上流側を氾濫地帯として、下

流へ流れる量を制御し、洪水の調整

を行っていたと考えられます。

なお、規模の大きな洪水の場合

には、右岸側の日本堤よりも左岸

側の隅田堤の方が決壊し易い状況

にありました。こうした状況は、

放水路開削まで続き、明治29年の
洪水の際には、隅田堤を人工的に

決壊させて、東京の市街地が守ら

れました。

江戸後背地における
洪水との闘い

日本堤、隅田堤は江戸市街を守

るために築造されましたが、氾濫

地帯である上流側では、しばしば

洪水に悩まされていました。

江戸時代の治水対策

発展を続ける江戸では、市街地を守るために洪水対策が行

われました。その結果、江戸のまちはますます発展しましたが、

一方で、その上流側では氾濫の頻度が高まりました。このため、

農村では長い間、洪水と闘わなければなりませんでした。

日本堤・隅田堤の位置と効用
(資料：「迅速測図」より作成 )

荒川の流路の付け替え (前後 )

現存する水屋 (北区浮間 )

大都市・江戸を守った日
に

本
ほん

堤
づつみ

・隅
すみ

田
だ

堤
づつみ

。
一方、その上流の氾濫地帯では、
頻発する洪水に備え様々な知恵を絞りました。

“ 隅田 ” 川と “ 墨田 ” 区 (表記の違いについて )
Column

付け替え前 付け替え後

「隅田川」の名は、江戸時代までは

地先ごとに異なり、例えば「大川」や

「浅草川」などと通称されたり、あるい

は「荒川」と呼ばれたりしていました。

川の周辺は桜の名所をはじめと

して、多くの人に親しまれ、人々は

「墨堤」と呼ぶようになりました。そ

の後、昭和40年 (1965)に河川法の

見直しが行われ、正式に「隅田川」と

なったのです。一方、地方自治制度

の見直しにより、昭和22年 (1947)

に本所区と向島区が統合され墨田区

が誕生しました。区名を決めた当時、

「隅田」を推す意見がもっとも多かっ

たのですが、当時「隅」という字が当

用漢字になかったことと、隅田川が

法律で正式な名称とされておらず実

現化されませんでした。そのため、

昔から広く親しまれてきたすみだ川

の堤の名称「墨堤」と、広く親しまれ

ていた「隅田川」の字から、1文字ず

つ取って「墨田区」と決めたといわれ

ています。( 参考：「すみだ」平成13
年4月1日号 ) 墨田区と隅田川の表記

江戸を守るための
日本堤、隅田堤の成立

日本堤や隅田堤は、その成立過

程が必ずしも明瞭に解き明かされ

てはいませんが、江戸市街地を洪

水から守るために築堤されたとい

われています。

日本堤は元禄6年 (1693)の築
造といわれ、隅田川と上野の台地

から延びる微高地を延長480間
(860m)に渡り高さ 10尺 (3m)、
幅4間 (7.2m)でつないだもので
す。浅草聖天町から三の輪まで続

そのため家の敷地を高く盛土し

(水屋)、さらに盛土部を設け(水塚)
食糧等を備蓄するとともに、避難場

所としての準備がされていました。

また、軒下に小舟を吊す「揚げ

舟」などをして、洪水時の移動手

段に備えている水屋もあります。

水屋のある家は昔でも少なく、地

主などに限られていました。河川

改修が進んだ現在では、次第に姿

を消していきましたが、荒川下流

域である北区の浮間・志茂などに

は、水屋がなお維持されている光

景が見られます。

する説や、物資輸送の重要な手段

であった舟運の整備を目的とする

説、さらに農業用水の取水、水路

の安定化や水田の開発を目的とす

る説などがあります。

流路の付け替えは、寛永6年
(1629)に行われました。現在の
元荒川筋の流れを久下地点で締め

切って和田吉野川へ落とし込み、

入間川筋へ流すことにより、荒川

の水を現在の隅田川を経て東京湾

へ注ぐようにしたのです。

付け替えが行われた久下は、荒

川で起こる洪水の通り道になって

いました。また、久下周辺の中山

道も堤防上を通っており「久下の

長土手」と呼ばれていたことから、

常に洪水の脅威にさらされていた

と考えられます。

江戸幕府が江戸を起点とする五

街道を中心とした陸路の整備を基

軸として、新しい陸路体制を造っ

ていった際に、中山道の整備・防

備にとって久下周辺が重要なポイ

ントであったことから、中山道の

安定化のためにこの地点の洪水対

策が必要となったとも言われてい

ます。

東京市街地の水防策
（明治29年利根川洪水による東京府下浸水図）

(資料：「利根川治水の成立過程とその特徴」より作成 )



第
2
章

12

求
め
ら
れ
た

荒
川
放
水
路

13

第 章第 2 章
帝都建設と荒川沿いの都市の発展

江戸時代より徐々に発展を遂げてきた現在の隅田川周辺。

帝都建設の流れの中で、人口増加とともに市街地の拡大

が起こりました。

都市化とともに深刻化する洪水被害
都市化とともに深刻化していく東京の洪水被害。

明治時代の中期以降には特に大きな被害が発生しました。

放水路計画策定の経緯
繰返し発生する水害を受けて強く要望された河川改修。

周辺地域の要望によって、荒川放水路計画が動きだしま

した。

放水路建設の考え方
複数の目的を持って計画された放水路。

放水路ルートの設定にあたっては様々な案が検討されま

した。

写真：明治43年 (1910) 洪水の際に濁水に呑み込まれた隅田村の民家
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2-1

消のため、民間に払い下げられる

ようになります。そして、この官

有地の一部が帝都建設とあいまっ

て、工場等に土地利用転換され、

徐々に沿川の風景が変化していく

のです。

現在の隅田川沿いに多くの倉庫

がみられるのは、江戸時代の物流

機能を現在に引き継いでいるから

です。明治以降、工場に必要な物

資の輸送は舟運を主体としていた

ため、隅田川や小名木川をはじめ、

江戸以来の都市基盤である水路網

を生かした河川沿いに、多くの工

場が立地していきました。

このように明治時代の工場立地

の特徴は、河川に沿って、なおか

つ都心部に近い場所に工場が立地

する点にあります。この傾向にや

や歯止めがかかるのは明治末以降

のことです。

土地利用の高度化による
氾濫被害の深刻化

工場用地という新しい土地利用

は、小名木川、仙台堀川、大島川、

竪川などの運河を物資輸送の基幹

Column

江戸時代より、農村地帯として

の発展を遂げてきた現在の隅田川

周辺も、明治に入ると大日本帝国

の都、すなわち帝都の一角として

の発展を遂げていきます。

帝都建設の過程では人口増加と

ともに、市街地拡大が起こりまし

た。その要因は、第１次世界大戦

による資本主義の高度化による工

場労働者の大量の流入と、これら

の労働者が公共交通網の発達にと

もなって主として郊外部へと居住

地を広げていったことにあると考

えられています。

明治新政府による
帝都建設と工場立地

明治以降、荒川下流部 (現在の
隅田川 )沿川の土地利用は徐々に
変化していきますが、江戸時代の

水辺はそのほとんどが町地として

の河岸と、武家地としての物揚場

でした。これらは全国から運ばれ

てきた資材、食料、人員などが集積

する場でしたが、明治になり政府

の命令により官有地化されたもの

の、明治の半ば頃には財政難の解

帝都建設の象徴である日本橋 (明治44年、中央区日本橋室町 )
(写真提供：国立国会図書館 )

明治時代の工場立地の進展 (明治33年、江東区北砂周辺 )
(写真提供：国立国会図書館 )

明治時代の鉄道駅と河岸場
（資料：「荒川下流誌」より作成）

鉄道の開通
（写真提供：川越市立博物館）

おばけ煙突

帝都建設と荒川沿いの都市の発展
江戸時代より徐々に発展を遂げてきた現在の隅田川周辺。
帝都建設の流れの中で、人口増加とともに市街地の拡大が起こりました。

昭和30年代当時、東京の下

町ではシンボル的な存在だった

千住火力発電所の煙突、それが

通称「おばけ煙突」です。4本の

煙突は、菱形に建てられていた

ため、見る場所によって、4本

だったり 3本だったり、2本や

1本に見えたりしました。それ

が一般的な「おばけ煙突」の由来

ですが、他にその煙突は大きく

て「おばけ」のように巨大な煙突

がおばけのような煙を吐くとい

う説や、いつ煙を出すのかわか

らないことから、いつしか近所

の人々が “おばけ煙突”と呼ぶよ

うになったという説があります。

このおばけ煙突ですが、時の

流れとともに時代遅れとなり、

熱効率の悪いボイラーが廃止

されることになって、東京オリ

ンピックが開かれた昭和39年

(1964) 秋から取り壊され、11
月末にはその姿を消してしま

いました。昭和39年に解体さ

れたおばけ煙突は、その後煙突

の一部が輪切りになって、昭和

40 年 (1965)に足立区立元宿

小学校に寄贈され、すべり台と

して利用されました。

千住火力発電所 (昭和30年代 )

として展開していきました。し

かしそこに立地した工場は、内部

の設備や材料・製品などが洪水な

どによって水に浸かると、製造や

出荷ができなくなるばかりでなく、

場合によっては設備の更新も必要

になりました。このため、ひとた

び洪水氾濫が発生すると、それま

での武家地・寺社地・町地に一部

田畑が入り交じった土地利用の下

での浸水とは比べものにならない

ほど、深刻な影響を受けるように

なったのです。また、岩淵から千

住に至る隅田川右岸の無堤地帯に

も埋立によって工場の進出が見ら

れるなど、これまでの浸水常襲地

帯が製造業の重要な生産地帯へと

変貌していったのです。

明治40年 (1907) 8月の出水で
は、これらの工場が浸水して大き

な損害を受け、それまでの水害と

は異なる新しい型の水害が本格的

に出現しました。江戸時代までは

黙認されていた氾濫に対する地域

格差が、帝都建設の流れの中で工

業化をはじめとする近代化により

許されなくなったのです。

鉄道輸送と水運の関わり

関東地方の各地では、明治10年
代半ばから急速に鉄道建設が進み、

鉄道による貨物輸送が河川水運を

圧迫していきますが、鉄道開通に

よってただちに川船貨物が鉄道貨

物へと転移したというわけではあ

りません。

この当時の都市内貨物の輸送手

段は、陸上では人や牛馬が曳く車

か牛馬の背が使用され、河川水運

としては、嵩高で重量のある貨物

の場合に船が使われていました。

このことから、鉄道の側も水運

との連絡を図ろうと東京市内に鉄

道と河川水運との連絡運輸施設を

設置し、両者の相互補完関係をも

創出しようとしたのです。
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Column

都市化とともに深刻化する洪水被害
都市化とともに深刻化していく東京の洪水被害。
明治時代の中期以降には特に大きな被害が発生しました。

ポトマック川の桜物語：荒川の桜、海を渡る

アメリカ合衆国の首都ワシントン

D.C.にあるポトマック河畔の桜並木

は、世界の名所の一つになっていま

す。この桜が明治末期に日本から送

られたものである事は有名な話です

が、このとき日本から送られた桜の

苗木は、大阪・伊丹で育てられた台

木に東京の荒川堤の「五色桜」を穂木

として接ぎ木したものでした。いわ

ば、現在のポトマック公園の桜のルー

ツは、荒川の桜なのです。

ポトマック公園の桜は、東京市

長の尾崎行雄が贈呈したものです

が、日本からアメリカに桜が送られ

たきっかけは、エリザ・シドモア女

史というアメリカ女性の要望でした。

親日家であったエリザは、在日中、向

島の桜に魅せられ、その美しい風景

をアメリカにもと考えます。エリザ

の働きかけによる当時のアメリカ大

統領夫人ヘレン・タフトの要望も加

わって「桜移植計画」が決定しました。

途中、送った苗木に害虫が発見され

て焼却されるという困難もありまし

たが、明治45年 (1912)にポトマッ

ク公園で植樹式が行われました。エ

リザは 72歳でこの世を去りましたが、

エリザが眠る横浜外国人墓地の脇に

は、ワシントンD.C.から里帰りした

荒川堤の五色桜が植えられています。

横浜外人墓地に眠るシドモアの墓と桜
(写真提供：学術団体 日本河川開発調査会 )

明治政府は江戸時代までの行

政機構や法令などを一新しまし

た。河川法が制定され、河川管理

の体制、法令も全く異なった制度

となっていきます。

その頃、全国各地において繰り

返し洪水が発生しました。東京で

は、それまで農地であった土地利

用が市街化したことによって、洪

水の被害が深刻化していきました。

河川行政の対応

河川法制定 (旧河川法 )
明治初頭の河川事業は、原則と

して府や県が実施し、一部重要な

もののみ政府が関与していました。

しかし、明治時代中頃になると

治水関係の法律の未整備と全国的

な水害の多発、自由民権運動の高

まり、国会の開設などの情勢のも

とに、全国的な治水の論議が沸き

起こりました。その結果、日清戦

争終結後の明治29年 (1896)に「河
川法」が制定されました。河川法

は、国が河川行政を一元的に実施

していくための行政と財政の両面

にわたる制度を整備したも

ので、洪水氾濫防御が主た

る目的でした。同法は、昭

和39年 (1964)に新河川法
が制定されるまで、約70年
間にわたって河川行政の基

盤として機能していきます。

旧河川法の内容
河川法の対象となる河川は、主

務大臣が公共の利害に重大な

関係があるとして認定したもの

および地方行政庁がその支派

川として認定したもの

河川の管理は原則として都道

府県知事が行うが、一定の場合

には主務大臣が代わって管理

し、大規模な工事等については

主務大臣が自ら施行する

河川の管理に要する費用は原

則として都道府県が負担し、改

良工事に要する費用は国が一

部を負担する

河川法の適用外の河川につい

て、河川法の一部の規定を準用

する

頻発した洪水

荒川沿川では、江戸時代

に頻繁に洪水が発生してい

ましたが、明治時代になっ

ても洪水が頻発しました。

明治元年 (1868)～明治
40年 (1907)の間で、床上
浸水などの被害をもたらし

た洪水は、10回以上発生

しています。その中でも、被害の

大きかった洪水は、明治29年、明
治35年 (1902)、明治40年でした。
特に、明治40年の洪水は甚大な被
害をもたらしました。

明治29年洪水
短期間のうちに東京に台風が２

度も来襲したことにより、多くの

河川で出水があり、被害が出まし

た。荒川付近では、北豊島郡の志

村付近で 45戸、岩淵付近で 243
戸、王子付近で 231戸、千住付近
で 136戸の浸水被害がありました。

明治35年洪水
全国的な大雨により、多くの河

川で出水があり、このため浅草区

では住家の床上浸水が 2,009戸
に達し、日本堤の堤外にある今戸

町、田中町、浅草町、玉姫町一帯

が浸水し、床上2～ 3尺 (0.6～
0.9m)に及びました。郡部でも
被害が大きく、荒川筋の水量は平

水よりも約1丈7尺 (5.2m)も上
昇し、赤塚、志村 (板橋区 )、岩淵、
王子 (北区 )、尾久、三河島、南
千住 (荒川区 )の７ヵ町村がほ

とんど全部浸水し、浸水家屋は約

2,900戸に達しました。場所に
よっては床上浸水は 3尺 (0.9m)
以上に及びました。南足立郡では

江北、西新井、花畑 (綾瀬川筋 )
と千住町で約880戸が浸水しま
した。これらの被害地区で洪水後

4日間に炊出し救助を受けた者は、
北豊島郡で約7,400人、南足立郡
で約2,600人に上りました。

明治40年洪水
明治40年8月は、3つの台風の
影響によって関東一帯は雨が続き

旧河川法の制定 (明治29年 )
(出典：国立公文書館デジタルアーカイブ行政資料 )

明治時代の洪水被害 - 根岸付近 ( 現在の台東区周辺 )
(出典：写真集  荒川下流75年の流れ )

ました。この多雨によって、荒川、

利根川、多摩川などで出水があり、

中でも多摩川は 40年来の出水と
いわれ、荒川も近年にない水位を

示し、東京は大きな被害を受けま

した。

荒川では、様々な箇所で堤防の

決壊や越水が発生しました。岩淵

では平水より 2丈2尺2寸 (6.7m)
の増水がみられ、右岸側では王子・

尾久・三河島から三ノ輪町・根

岸・橋場・今戸などの一帯が浸水

しました。橋場町の浸水深は 8尺
(2.4m)にも達しました。埼玉県

川口町付近では、住民は屋根に逃

れましたが、水が屋根の上にまで

届き赤羽工兵大隊に救助を依頼し

ました。南千住および千住の橋戸

青物市場の全戸数約3,000戸はい
ずれも床上浸水5尺 (1.5m)余に
達しました。この洪水により、東

京府では、負傷者14人、行方不明
者1人、家屋破壊2,111戸、浸水
46,585戸、道路破損149カ所、橋
梁の流失1カ所、破損8カ所を記
録する大水害となり、救助人員も

計79,654人にのぼりました。

明治時代の洪水被害 -水難者の様子（現在の吾妻橋周辺 )
(出典：写真集  荒川下流75年の流れ )

明治時代の洪水被害 -隅田川堤上 (現在の墨田区向島周辺 )
(出典：風俗画報  臨時増刊  洪水地震被害録 明治29年10月10日発行 )

1

2

3

4
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2-3

18

放水路計画策定の経緯
繰返し発生する水害を受けて強く要望された河川改修。
周辺地域の要望によって、荒川放水路計画が動きだしました。

荒川改修運動

明治時代後の土木事業は、原則

として府や県が行うものと定めら

れていたため、荒川も東京府が主

体となって工事を実施していまし

た。当初、工事の一部には国から

の補助金が支給されていましたが、

明治政府が財政難に陥ると河川工

事への補助金が支給されにくくな

りました。この状況は河川法制定

後も続き、荒川のような帝都の市

街地を貫く重要な河川であっても、

国が直接事業を行うようになるの

は明治44年度 (1911)のことです。
東京府は、日本堤・荒川堤防・

中川堤防・江戸川堤防・綾瀬川堤

防・多摩川堤防・新川堤防・海老

取川堤防などの堤防整備費や、隅

田川の河道の整正、東京湾澪
みお

浚
ざらえ

事業など、河川関係の事業を活発

に実施しました。しかし、抜本的

な治水対策を行う財源はなく、毎

年の洪水被害に対して消極的に応

急修繕する程度でした。東京府に

とっては、応急修繕だけでも負担

は非常に重いものでした。

荒川の河川改修に対する地元か

らの要望は、工場の集積、人口の

増加、下水道整備、東京築港など

の社会情勢を背景に、明治30年
代終わり頃から次第に強まってい

きました。明治29年 (1896)に
河川法が成立したのを受け、東京

府では、内務大臣宛に国費負担に

よる荒川・多摩川等の河川改修

を要望しました。また、埼玉県で

東京府は、明治 30年 (1897)
頃から内務大臣宛に、再三、荒川

等の河川改修に関して国による事

業費の負担を要請していましたが、

国がその要請に応じることはあり

ませんでした。これらの建議の背

景には、明治29年に制定された
河川法の存在がありますが、当時

の国家財政の規模はまだ

小さく、同時期に多くの

河川で多額の事業費を必

要とする治水事業を実施

することができませんで

した。

しかし東京府には、そ

れまでの浸水地域の土地

利用が、田畑から工場等

の都市的利用へと変化し

つつあったという社会背

景がありました。明治40
年 (1907)の大水害では、
荒川筋に進出していた工

東京市議会等での計画の議論

放水路開削以前の
荒川治水

放水路計画着手こうした動きのなか、明治43
年 (1910)洪水が発生し、荒川に
も大きな被害がもたらされまし

た。明治43年8月の洪水は、荒川、
利根川をはじめ関東から東北地方

にかけての多くの河川が決壊・氾

濫し、大災害となりました。荒川

本川でも、熊谷堤や綾瀬川合流点

より下流の堤防をことごとく越流

する状態で氾濫しました。その下

流の隅田堤では言問地先で決壊し、

本所地区が浸水しました。また、

隅田川の堤防が盛り土されていな

明治43年の水害損失価額は、全
国で 1億1,932万円にのぼり、氾
濫面積は60万町歩 (約5,950km2：

東京都面積の約2.7倍 )に達しま
した。明治43年8月の大水害は、
日本列島のほぼ半分に大きな爪

痕を残したことから、明治政府は、

主要な河川の改修時期などを定め

る治水計画を策定することとしま

した。大水害から間もなく設置さ

れた臨時治水調査会は、明治43年

度重なる深刻な水害に対して、

東京府や埼玉県のみで抜本的な対

策を実施するのは難しい状況でし

た。そのような状況を受け、荒川

に対する改修運動が次第に高まっ

ていくのでした。

東京築港：放水路開削により前進した近代港湾への道
Column

も利根川及び荒川の改修工事に対

する国費の負担を要請しています。

その後も頻発する水害に対して、

東京市及び東京府は荒川改修の建

議を提出したり、埼玉県では埼玉

水害善後同盟会、さらには埼玉治

水会が組織されたりと、荒川の改

修事業実施に向けて組織的な活動

が始まっていったのです。

場群も被災しました。これを契機

に、東京府および東京市では “ 荒

川の放水路を開削せよ ”という要

請を国に対して建議しました。こ

れにより、いよいよ抜本的な治水

対策が登場し、東京府・東京市が

荒川放水路開削に対して調査に乗

り出したのです。

契機となった
明治43年洪水

に第一次治水計画を策定し、大規

模河川での河川改修を急ぐことと

しました。

荒川下流改修計画も、この明治

43年の大水害後に策定された第
一次治水計画で採択されました。

荒川下流改修計画は、それまでの

河川改修に対する要望に対応し、

洪水の安全な疎通を第一にすると

ともに、荒川下流周辺に工場等が

増加していることを考慮し、工業

生産を発達させるためにも水運の

便の向上を図る必要があると考え

られました。

荒川中川開削に関する建議内容
 (出典：東京市史稿港湾篇第五 )

荒川放水路と関係が深い問題に、

東京築港があります。東京築港は明

治時代の帝都東京の大きな懸案事項

の一つでした。

明治時代、我が国の国際貿易港は、

幕末に開港した横浜港があったもの

の、江戸以来の隅田川河口港は国内

貿易港にとどまり、国際貿易港とし

ての開港は実現していませんでした。

東京築港は、帝都東京をどのような

都市としていくのか、という都市経

営の基本的な課題の一つだったので

す。

東京築港における大きな問題の一

つに隅田川からの流出土砂の処理

がありました｡ 隅田川からの流出

土砂による港内航路の堆砂は、航行

上の大きな課題でした。そ

のような中、東京築港は明

治時代に隅田川河口改良工

事として始まったのですが、

様々な問題にはばまれ、計

画は度々頓挫していました。

しかし、荒川放水路の開

削により、築港の大きな問

題であった隅田川からの流

出土砂の問題は切り離され

ました。技術的な課題が解

決されたことで、東京港は本格的な

近代築港に向けて一気に加速してい

きました。

明治36年の東京港 (東京商船学校周辺 )
(写真提供：国立国会図書館 )

明治43年洪水被害  - 向嶋三囲神社
(現在の墨田区向島2丁目周辺 )

明治43年洪水被害 - 札幌ビール前の隅
田川の濁流 (現在の墨田区役所周辺 )

明治43年洪水被害 - 向嶋小梅附近
(現在の墨田区向島周辺 )

い地区では洪水があふれ、深川・

本所地区へ流入しました。



目次 目次

第
1
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章

第
5
章

第
6
章

巻
末
資
料

荒
川
放
水
路
変
遷
誌

20

求められた荒川放水路

江
戸
の
く
ら
し
と
荒
川

求
め
ら
れ
た

荒
川
放
水
路

荒
川
放
水
路
の
掘
削

都
市
復
興
と

荒
川
放
水
路

荒
川
放
水
路
が

果
た
し
て
き
た
効
果

荒
川
放
水
路
の
い
ま

巻
末
資
料

荒
川
放
水
路
変
遷
誌

21

2-4

放水路建設の考え方
複数の目的を持って計画された放水路。
放水路ルートの設定にあたっては様々な案が検討されました。

荒川放水路建設の背景

放水路ルートの決定理由

荒川放水路は、荒川の洪水対応能力を向上させるための工事として基

本計画が策定されました。この計画における大きな課題は、荒川下流区

間 (隅田川 )を改修するか、あるいは新たに放水路を開削するかの選択
にありました。

放水路計画が策定された背景と複数立案されたルートの決定要因は、

当時の時代背景を反映しています。

特に、3つ目の舟運に関する理由は大きなものであったと考えられま
す。明治時代、舟運の果たす役割は重要なものでしたが、中でも隅田川

の舟運は東京都の発展に大きくかかわっていました。このため隅田川を

改修する方法よりも、放水路開削の方がより現実的で経済効果が大きい

と判断され、放水路開削による改修事業が実施されることになりました。

放水路計画が採用された背景は以下の点でした。

候補となった 4ルートのうち、
第①案は綾瀬川の合流点付近から

分流するものであり治水上の効果

は少なく、第②案は逆にかなり上

流から分流しますが、台地を切り

開いて神田川に注ぐという点で実

現性に乏しいルートでした。第③

案と第④案はいわば千住町の南を

通るか北を通るかの違いでした。

千住は歴史のある町であり、日

当時の隅田川沿川は、相当程度市街地として発展しており川幅の拡

幅は困難である。

当時の隅田川は著しく蛇行していて、流路を直線化するだけでも放

水路開削に匹敵する費用と労力を要すると予想される。

舟運による経済活動および都市の発展を期待するうえで、隅田川の

改修だけでは大きな船が通れないなど水運の便が向上せず、十分な

効果が得られない。

千住町と放水路との位置関係
 (資料：「地図でみる東京の変遷（日本地図センター）」より作成 )

計画案に基づいた放水路ルート (資料：「地図でみる東京の変遷（日本地図センター）」より作成 )

1

2

3

光街道の宿場町として発展し、東

京近郊のなかでもかなりの街並み

を形成していました。したがって

千住町の南方を迂回するよりはむ

しろ北方を迂回する方が得策と考

えられたのです。

これらのことより、荒川放水路

ルートの選定要因についてまとめ

ると下のようになります。

こうした経緯から概ね放水路

ルート④案が採用されたものと考

えられます。帝国議会での議論の

経緯によれば、明治45年 (1912)3
月以前にはこのルートによる荒川

放水路計画が策定されていたもの

と考えられます。

上流部 中流部 下流部
広大な荒川河川敷の北岸 ( 熊谷

堤 )に寄せて蛇行部をショート

カット

千住町の北を迂回する形で隅田

川から離れ、綾瀬川から中川へ通

じる流路に沿わせて中川に連絡

中川横断後は中川沿岸の市街地

を避け、やや東にふくらませて中

川河口に導く
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第 章第 3 章
開始された放水路建設

明治40 年洪水・明治43 年洪水を踏まえて計画された

荒川放水路。その規模は、わが国の土木史上において

も屈指のものでした。

こうして開削は行われた
安価な労働力を利用した放水路の開削。

掘削した土砂の総量は東京ドーム18 杯分に相当します。

放水路開削に伴った工事
放水路開削に伴い発生した付帯工事。

分断支川への対応、水門・閘門の建設や鉄道の付け替

えが行われました。

難航を極めた開削工事
発生した風水害によりしばしば中断された放水路の開

削工事。

関東大震災も工事中の堤防に影響を与えました。

放水路開削に携わったエンジニアたち
多くのエンジニアが関与した荒川放水路の開削。

彼らは日本を代表するエンジニアとして、

今も存在感を示し続けています。

1300世帯の協力により成立した放水路
荒川放水路建設に伴う用地確保の問題。

1,300世帯の住民が移転を余儀なくされました。

荒川放水路の完成
20年の歳月をかけて昭和5年に完成。

放水路完成によって、工場進出や市街地の拡大が始ま

りました。

写真：新荒川 (現在の荒川放水路 )の通水式の様子
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3-1

開始された放水路建設
明治40 年洪水・明治43 年洪水を踏まえて計画された荒川放水路。
その規模は、わが国の土木史上においても屈指のものでした。

荒川放水路開削事業の経緯

明治43年 (1910)8月の大洪水
を契機に、東京の下町を水害から

守る抜本策として、荒川放水路事

業に着手されました。

荒川放水路の計画は、明治40年
(1907)8月洪水で推定された流量
に基づき、計画されました。

荒川放水路計画

計画流量
荒川放水路の洪水の流量 (計
画流量 )は、岩淵地点における明
治40年洪水での推定流量に基づ
き、毎秒15万立方尺 (4,170m3/s)
と定められました。そのうち毎

秒12万立方尺 (3,340m3/s)を荒
川放水路に流下させ、隅田川には

堤防がなくても洪水が氾濫しない

流量として毎秒3万立方尺
(830m3/s)を流下させるも
のとしました。放水路の計

画では、毎秒3,340m3を計

画流量としましたが、明治

43年洪水の推定流量が毎秒
20万立方尺 (5,570m3/s)で
あったため、非常時に備え

て川の断面積に余裕をもた

せるよう堤防高を高く計画

しています。

河道計画
想定した洪水の流量 (計
画流量 )を安全に流下させ
るための河道の形状は、以

下のように計画されました。

放水路の川幅は、上流の岩

明治43年8月の大洪水を契機に、東京の下町を水害から守る抜本策として、荒川放水路事業は明治44年
(1911) に着手されました。

計画流量配分図

荒川放水路事業年表

荒川放水路計画  築堤定規図 (資料：「内務省東京土木出張所   荒川下流改修工事概要 大正13年10月」に一部加筆 )

事業概略図 (出典：内務省土木局 大正13年度直轄工事年報 附録図面 )

大正11年 (1922)工事の様子

大正12年 (1923)関東大震災
(写真提供：国立科学博物館 )

大正13年 (1924)  荒川放水路通水式

大正14年 (1925)   工事の様子

淵町から隅田村に至る約12kmの
間を455m、それより下流は徐々
に拡幅して河口部で582mとして
います。また、放水路の中央部に

設置する低水路の幅は、上流部で

109m、河口で255mとしていま
す。一方、隅田川については、一

部付替えを要する部分もありまし

たが、ほぼ従来どおりとしました。

また、放水路開削当時の堤防は、左

岸に比べて右岸の方が天端幅を大

きくして築造されました。

これは、帝都東京を守る意味あ

いが大きいと推測されます。なお、

現在の堤防は左右岸ともに同じ幅

にされています。
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3-2

こうして開削は行われた
安価な労働力を利用した放水路の開削。
掘削した土砂の総量は東京ドーム 18 杯分に相当します。

工事規模の概要

蒸気掘削機による機械掘削の様子

地形図に見る放水路開削工事の変遷  (資料：「国土地理院   1/10,000地形図」より作成 ) 機械浚渫の様子 (浚渫船、客船、工場船等 )

機械浚渫の様子 (浚渫船、小御門船 )

掘削箇所と掘削手法 (概念図 )
名 称 数 量 備 考

総 工 事 費 31,446,000円 ※当時大学卒の初任給　35円

延 長 22km

浚 渫 土 量 910万 m3
掘削土量
2,180万 m3=東京ドーム約18杯分掘 削 土 量 1 ,270万 m3

築 堤 土 量 1 ,204万 m3

鉄 道 橋 4橋 総武線・常磐線・東武線・京成押上線

道 路 橋 13橋（1鉄橋、12木橋）

閘門及び水門 閘門3ヶ所、水門7ヶ所

土 地 買 収 1 ,098町歩 約11km2 ＝ 東京都北区の面積約半分

移 転 戸 数 1 ,300戸

人力掘削の様子 (土運搬状況 )

人力掘削の様子 (本堤掘削作業中 )

荒川放水路開削は、工事費、工

事規模、開削土量などすべてが大

規模でした。その大規模工事は、

人力、機械、船を駆使して進めら

れました。

概要と工事手順

荒川放水路の工事は延長22km、
川幅455m ～ 582mで実施され
ました。開削工事にともない発

生した土砂の量 (浚渫土量と掘削
土量の総量 ) は約2,180万m3 に
及びます。これは東京ドーム約

18杯分に相当し、開削規模が大き
かったことを示しています。

下図は中川交差点付近の変遷を

示したもので、放水路が徐々にで

きていく様子が分かります。放水

路は高水敷となるべきところを人

力や機械によって地面を掘り下げ、

同時に、掘った際に発生した土を

利用して堤防を築きました。また、

低水路となるべきところは主に掘

削機および浚渫船により高水敷を

さらに掘り下げ、放水路の基本的

な形状を作りました。そして、要

所には橋梁や水門、護岸などを築

きました。

開削の様子

放水路の開削工事は、人力掘削

機械掘削、機械浚渫の順で進めら

れました。高水敷高以上の掘削と

地面が平らでなく機械掘削に適さ

ない場所の掘削は基本的に人力で

掘削されました。また、主に低水

路の高水敷高以下3.7m までの部
分は機械掘削、機械掘削面よりも

低い部分の土砂は機械浚渫で取り

除かれました。人力掘削、機械掘

削で発生した土砂は築堤に、機械

浚渫で発生した土砂は旧川の締切

や埋立などに利用されました。

人力掘削
工事の初期段階には機械を用い

ない人手による人力掘削が多く用

いられました。人力掘削による土

砂の総掘削量は、工事着手から昭

和元年 (1926)までの間に約250
万m3（東京ドーム約2杯分）に
達し、特に大正2年 (1913)～ 6
年 (1917)にかけては、豊富な労
働力を背景に、年間18 ～ 24万
m3 の掘削が行われました。
機械掘削
機械掘削は、写真のように蒸気

掘削機と呼ばれる機械式の掘削

機と機関車を１組として行われ

ました。掘削により発生した土

砂は、3m3積みのトロッコを連結

した機関車によって運ばれ、堤防

を新たに作る材料に利用されまし

た。最終的に機械掘削によって掘

削された土砂の量は約1,000万

m3(東京ドーム約8杯分 )に及び
ました。

機械浚渫
機械浚渫で掘削した土砂は、曳

船や人力により運搬されたり、土

揚機、土運車等の機械や、土揚船

などで運搬されました。浚渫され

た土砂は、旧川の埋立等に利用さ

れたほか、高水敷を均すためにも

用いられました。更に余った土砂

は、放水路周辺に広がる低湿地に

運び、堤防の安定性向上に用いら

れました。

主に田畑の土地利用です。放水路
開削前の中川が流れています。

明治42年 大正6年 大正10年 昭和5年

大正6年にはまず高水敷や堤防が形
成されています。

大正10年になると、低水路が形成
されてきているのがわかります。

昭和5年になると、橋梁や水門も設置
され、放水路がほぼ完成しています。
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明治以降の放水路事業
Column

放水路開削に伴った工事
放水路開削に伴い発生した付帯工事。
分断支川への対応、水門・閘門の建設や鉄道の付け替えが行われました。

中川・綾瀬川の旧河道と現河道

施工された橋梁の位置図 (資料：「荒川下流誌」より作成 )

近代以後のわが国における主な放水路事業

中川水門 (大正12年竣工 )

綾瀬水門 (大正11年竣工 )

新川水門 (大正11年竣工 )

小名木川閘門 (昭和元年竣工 )

わが国における近代になってから

の代表的な放水路事業は下表のとお

りです。明治年間に着手された放

水路としては、淀川放水路 (新淀川 )

を始め、信濃川・荒川・北上川の4
河川が挙げられます。その放水路の

長さをみると、開削延長としては荒

川放水路が最も長いことが分かりま

す。また社会的にも、帝都東京を水

害から防御し、その発展を支えた事

業であり、日本を代表する放水路に

位置づけることができます。

河川名 放水路名 事業年度 放水路の長さ
放水路の計画流量 
分派流量（m3/s）

淀川 新淀川 明治 30 ～ 43 16km 5,560
信濃川 大河津分水路 明治 40 ～大正 11 13.4km 5,570
荒川 荒川放水路 明治 44 ～昭和 5 22km 3,340

北上川 新北上川 明治 44 ～昭和 8 12km（開削区間） 4,730
江戸川 江戸川放水路 大正 5 ～昭和 5 3.2km 2,270
雄物川 新雄物川 大正 6 ～昭和 13 2km 5,565
太田川 太田川放水路 昭和 7 ～ 42 9.2 km 3,000
豊川 豊川放水路 昭和 13 ～ 40 6.6km 1,500

狩野川 狩野川放水路 昭和 26 ～ 40 2.9km 1,000
信濃川 関屋分水路 昭和 39 ～ 47 1.8km 3,200

出典：建設省（現国土交通省）資料
新淀川：淀川百年史、大河津分水路・関屋分水路：信濃川百年史、荒川放水路：都市を往く荒川（荒川下流工事事務所七十五年史）、
新北上川：北上川百十年史、江戸川放水路：利根川百年史、新雄物川：直轄河川改修計画書 雄物川（下流）、太田川放水路：太田川改
修三十年史、豊川放水路：豊川放水路工事誌上巻、狩野川放水路：狩野川放水路工事誌

放水路開削工事では、数多くの

水門や閘門が建設されました。建

設された水門や閘門の中には、現

在の荒川を代表する構造物もあり

ます。また、線路の付替えや橋梁

架替え等、関連する各種の工事が

発生しました。放水路の規模が大

きかったことから、数多くの付帯

工事が発生しました。

分断された支川への対応

放水路の開削によって行政界

も分断されましたが、支川の中川、

綾瀬川については河川が分断され

たため、新たな水路を開削する必

要が生じました。

中川
中川は、荒川放水路の開削に

伴って遮断される上平井地先か

ら、放水路の左岸堤に沿って延長

約7.8kmの新水路が設けられま
した。これにより曲がりくねって

いた流路が直線化され、中川が流

すことのできる洪水の流量が大き

くなるとともに、放水路からの洪

水の逆流を防止するために背割堤

が設けられました。

綾瀬川
中川と同様に荒川放水路によっ

て分断された綾瀬川についても、

交差部から放水路左岸堤に並行し

て木下川地先に導き、中川に合流

させることとされました。これに

よる効果は中川の場合と同様です。

水門・閘門の建設

放水路開削工事では、放水路沿

いに多くの水門や閘門が建設され

ました。隅田川を出水から守ると

ともに舟運の確保のために設けら

れた岩淵水門や、綾瀬川・中川の

付替えに伴って建設された綾瀬水

門と中川水門のほか、舟運確保の

ために、小名木川閘門などが建設

されました。

放水路開削に係る
その他の付帯工事

荒川放水路開削工事において実

施された付帯工事として、直営付

帯工事、東京府施工工事、関係組

合町村工事、鉄道会社施工工事が

ありました。

直営の付帯工事としては、善光

寺裏圦
いり

、芝川水門、熊之木圦、本

木圦、梅田圦が実施されました。

圦とは現在の樋門・樋管を指し、

市街地から放水路への雨水排水の

ために設置されました。また、東

京府による工事としては、宇喜田

川の付替えと同河川の護岸工事の

ほか、綾瀬、西新井、堀切などの

木橋と、鉄橋で作られた千住新橋

の架設、および千葉街道と行徳街

道の一部変更工事が実施されまし

た。関係組合町村による工事とし

て7水門と9圦、および水路の新
設や延伸などが実施されました。

放水路を横断する鉄道に関する

工事のうち、当時国営であった国

鉄常磐線、総武線の2鉄橋および

関連工事は、大正7年 (1918)か
ら鉄道省により開始されました。

また、民営鉄道のうち、東武線の

橋梁工事と線路敷設工事は大正8
年 (1919)末から、京成線の工事
は大正10年 (1921) 6月より着手
されました。

道路橋、鉄道橋などの橋梁工事

は、放水路の掘削工事や浚渫工事

の進捗に非常に大きな障害となる

一方、その竣工によって放水路開

削工事は一気に完成へと至りまし

た。
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3-4

難航を極めた開削工事
発生した風水害によりしばしば中断された放水路の開削工事。
関東大震災も工事中の堤防に影響を与えました。

波浪のため破壊された低水路護岸 (右岸千住新橋下流 ) 関東大震災状況 (厩橋 ) (写真提供：国立科学博物館 )

豪雨のため崩壊した右岸堤 (西新井橋上流 ) 関東大震災 (永代橋 ) (写真提供：国立科学博物館 )

関東大震災の状況 (吾妻橋と札幌ビール工場 ) (写真提供：国立科学博物館 )

関東大震災後の護岸の状況

東日本大震災：荒川放水路の被災状況
Column

平成23年 (2011)3月11日、三陸

沖を震源とするマグニチュード 9.0
の巨大地震が発生しました。この東

北地方太平洋沖地震では、宮城県栗

原市で震度7、宮城県、福島県、茨城

県、栃木県で震度6強など、広い範

囲で強い揺れが観測されました。こ

の地震により、場所によっては波高

10m以上、最大遡上高40.5mにも

上る大津波が発生し、東北地方と関

東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被

害がもたらされました。

荒川放水路沿川においても、複数

地点で最大震度5強が観測され、河

川関連施設に被害が発生しました。

堤防部では、天端舗装部のクラック、

荒川放水路と中川を仕切る中堤天端

の張ブロックの隆起がみられました。

また、高水敷や緊急用河川敷道路で

は放水路開削以前に中川や綾瀬川が

流れていた箇所を中心に液状化がみ

られました。

高水敷部の液状化現象
(右岸11.25km付近 )

関東大震災と東日本大震災の比較

荒川放水路の開削工事は、すべ

てが予定通りではありませんでし

た。開削途中で発生した風水害に

より工事が遅延したり、大正12年
(1923)には関東大震災が発生し
て工事に影響を与えました。

工事中の風水害による
影響

荒川放水路の工事中には、風水害

の発生によって工事の予定が遅れ

ることも少なくありませんでした。

たとえば大正3年 (1914)8月の
出水では、西新井以北で掘削区域

内が浸水するなど、工事に著しい

支障が発生しました。

また、大正6年 (1917) 9月には、

「大正6年の大津波」と言い伝えら
れている大きな高潮被害が発生し

ています。

大正6年9月、フィリピン群島
洋上に発生した台風は、東海地方

に上陸し関東地方をおよそ時速

100kmのスピードで駆け抜けま
した。

東京では最大風速43mを記録
し、東京湾では気圧の低下による

吸い上げと暴風による吹き寄せに

より海面が一気に上昇し、東京湾

沿岸は気象災害史に残る高潮に襲

われたのです。

暴風に伴う高潮の被害は大規模

なもので、死者・行方不明者数は

1,300名以上に達しました。
開削中の荒川放水路も高潮によ

る大きな被害を受けており、砂町

において船舶の流失や作業員の中

に死傷者が発生しています。

関東大震災による影響

荒川放水路の竣工は昭和5年
(1930)のことですが、大正13年
(1924)10月には全川にわたって
川がつながり通水が行われていま

す。その通水目前の大正12年9月、
首都東京は関東大震災によって壊

滅的な被害を受けました。地震後

に発生した火事による焼失面積の

約3,465haは東京市の全面積の
44％にあたり、死者99,331人と
いう未曾有の大災害となりました。

当然、関東大震災は荒川放水

路の開削工事にも影響を与えま

した。地震によってもっとも大

きな被害を受けたのは堤防でし

た。主に昔の川を締切った場所

や、かつての流路上に築堤した部

分、あるいは盛土をして間もない

部分において、陥没、亀裂、滑り

が発生し、その箇所は20カ所余
りにのぼりました。最終的に、東

京府下における荒川放水路堤防の

被害は延長約3,900m、復旧土量
192,000m3(復旧土量は全土量の
2％ )、総被害額204,820円に上
りました。

その一方で、開削中の荒川放水

路の広い河川敷は周辺住民の避難

場所となり、約15万人が避難した
と言われています。

関東大震災 東日本大震災 備考

発生日時 1923年9月1日 2011年3月11日

地震の規模 地震マグニチュード 7.9 1) 地震マグニチュード 9.0 3)

被害甚大な地域 東京都、神奈川県、千葉県 1) 岩手県、宮城県、福島県 1)

東京の最大震度 震度7 2) 震度5強 3)

死者 /行方不明者数 105,385人 1) 15,790人 /4,056人 4) 平成23年9月時点

負傷者数 103,733人 1) 5 ,933人 4) 平成23年9月時点

避難者数（ピーク時） 190万人超 1) 386,739人 5) 平成23年7月時点

住宅被害（全・半壊） 21万棟超 1) 278,568棟 4) 平成23年9月時点

被害総額 /国家予算 55億円 /15億円 1) 約16兆円～ 25兆円 /85兆円 1) 平成23年4月時点

出典：1）第2回東日本大震災復興構想会議「東日本大震災と関東大震災、阪神・淡路大震災との違い」、2）中央防災会議「1923 関東大震災報告書」、
3）気象庁、4）警察庁緊急災害警備本部発表資料、5）警察庁緊急災害警備本部発表資料
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3-5

放水路開削に携わったエンジニアたち
多くのエンジニアが関与した荒川放水路の開削。
彼らは日本を代表するエンジニアとして、
今も存在感を示し続けています。

荒川放水路を計画したエンジニア

沖
おき

野
の

忠
ただ

雄
お

青
あお

山
やま

士
あきら

宮
みや

本
もと

武
たけのすけ

之輔

原
はら

田
だ

貞
てい

介
すけ

沖野忠雄は、明治16年 (1883)
に内務省土木局技師となり、河川

事業に従事しました。

明治43年 (1910)の大水害後に、
臨時治水調査会が組織されますが、

沖野は技術陣の代表として参画し

ています。この調査会により、そ

れまでの国費による治水事業費は、

単年度に2～ 3百万円程度であっ
たものが、20ヶ年で1億8千万円
(年平均9百万円 )とする第一次
治水計画が策定されました。また

技術陣のトップとして新たに内務

省土木局に技監が設置され、沖野

忠雄が任命されました。沖野が退

官するまでの間に新たに着手され

た直轄河川としては、北上川、阿

賀野川、荒川下流・上流、雄物川、

鳴瀬川、多摩川、加古川、岩木川、

神通川、千曲川など、数多くの河

川が挙げられます。

沖野は、大変な勉強家で、人格

高潔で若い後輩に指導熱心でした。

荒川放水路開削工事に従事した

日本を代表する土木技術者の一人

に青山士がいます。青山士は、日

本人で唯一パナマ運河建設工事に

携わった技術者です。

青山は、東京帝国大学工学部土

木工学科を卒業後、当時、世界に

大きな影響を及ぼした世界最大規

模の土木事業であるパナマ運河建

設に携わるため、単身渡米しまし

青山士と関係の深い技術者に

宮本武之輔がいます。青山士と宮

本武之輔は、荒川放水路竣工後に

赴任した信濃川大河津分水の修繕

工事において、所長と主任を勤め

ました。大河津分水の修繕工事は、

大河津分水のために設置された自

在堰が陥没するという、内務省の

威信失墜に繋がる大事故の補修工

事でした。信濃川大河津分水の修

繕工事に携わる頃、青山と宮本の

間には、荒川放水路開削工事以来

沖野の代表作は淀川改良計画等

ですが、沖野には有能な協力者がい

ました。その人物が原田貞介です。

原田は明治25年 (1892)、土木
監督署技師として採用され、沖野

の下で淀川改良の調査・計画をし

ました。沖野は、原田に絶対の信用

を置いていました。沖野が設計・施

工面が得意だったのに対し、原田は

計画面に強かったといわれています。

沖野は自らが技監を退官するに

際し、原田を技監に登用していま

す。原田と沖野はひと回り近く年

が離れていたのにも関わらず、沖

野によって抜擢されたのでした。

また、退官後には、政治家に推す

声もありましたが、それを固辞し

たと言われています。

沖野忠雄 (写真提供：土木学会 )

青山士

大河津分水路前の
青山士 (左 )と宮本武之輔 (右 )

(写真提供：北陸地方整備局信濃川河川事務所 )

小名木川閘門と宮本武之輔

沖野忠雄 (左 )と原田貞介 (右 )
(写真提供：土木学会 )

原田貞介 (写真提供：土木学会 )

放水路開削工事を指揮したエンジニア

た。渡米した青山は、8年間パナ
マ運河建設工事に携わり、最後は

副技師長にまでなりました。帰国

後は、明治45年 (1912)に内務省
土木局内務技師に任官し、パナマ

で学んだ技術を活かして荒川放水

路開削工事に参加しました。

青山が設計・施工に尽力した

岩淵水門は、現場の土質が軟弱で

あったことから、放水路工事の中

でも難しいものの1つでした。そ

に築かれた強い信頼関係があった

と考えられています。

宮本は、帝国大学を首席で卒業

した後、内務省に入省し、利根川第

二期改修事務所の安食工場に勤務

しました。その後、荒川放水路開

削事業に従事しています。荒川放

水路開削事業では、おもに小名木

川閘門の設計施工を担当しました。

宮本は、当時地位の低かった技

術者の地位向上に尽力したことや、

現場の志気高揚に特段の配慮をし

たことなどが有名です。

の岩淵水門の基礎は、川底より

さらに20mの深さに鉄筋コンク
リートの枠を6個埋めて固めてあ
ります。当時「そこまで頑丈にす

る必要があるのか」という声もあ

りましたが、青山は譲りませんで

した。結果的に同水門は、大正12
年 (1923)の関東大震災にも被害
を受けず完成に至りました。

映画・テレビに見る荒川放水路
Column

荒川下流部は、テレビ番組や CM、

映画などの撮影によく利用されてい

ます。

テレビ番組としては、「3年 B組

金八先生」の中で荒川の堤防上を登

下校する風景がよく使われました。

映画では「植村直己物語」(原作：

植村直己、主演：西田敏行 )の中で、

西田扮する直己が公子 (倍賞千恵子 )

に旧岩淵水門をバックにプロポーズ

する場面が印象的です。

また、日本映画界を代表する映画

監督である小津安二郎の「東京物語」

の中でも随所に荒川放水路の風景が

登場します。

特に、東京物語のラストシーンで

ある堀切橋が登場する場面は、永井

荷風の名作「墨東綺譚」に登場する挿

絵そのままの姿をうつしています。

荒川下流部におけるロケ利用
全100件（平成22年）
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1300世帯の協力により成立した放水路
荒川放水路建設に伴う用地確保の問題。
1,300世帯の住民が移転を余儀なくされました。

全長22kmにおよぶ荒川放水路
の開削工事では、必要とされる用

地も広大なものでした。

放水路開削工事に伴い移転を余

儀なくされた住民は1,300世帯に
ものぼりました。移転対象地域に

は、民家や田畑をはじめ、鉄道や

寺社も含まれた大規模なものでし

た。

用地買収等に関する資料

移転のための曳屋

放水路開削工事に伴う用地の

買収準備は、荒川放水路計画策定

直後の明治44年 (1911)6月に始
まります。用地買収の対象区域は、

東京府下17町村、埼玉県下2町村
の合計19町村、面積は約1,100町
歩 (約11km2)に及び、買収金額
は590万円に達しました。対象区
域は農地ばかりでなく住宅地、工

業地、商業地としても利用されて 荒川放水路予定地の買収は、一

部には土地収用法の適用や適用後

の和解などの困難な局面もありま

したが、おおむね順調に進められ

ました。一般の買収については、

大正2年 (1913)1月に協議を開始
し、同年3月までに買収予定用地
の約85%の契約を締結しました。
残りの買収は、買収価格増額

の要望や第1次世界大戦にとも
なう地価の高騰などにより、複雑

なものとなりましたが、大正4年
(1915)には買収予定地の約96%
となり、約2年間でほとんどの買
収を終えました。

移転問題

用地買収

現在の木下川薬師
移転期間中 (大正6年頃 )の木下川薬師 (資料：「国土地理院：1/10,000地形図」に一部加筆 )

移転先が決まらなかった木下川薬師は放水路の真ん中に取り残されている。

放水路の計画路線の中には、神

社23件・寺院13件が含まれてい
ました。移転を必要とした寺社の

数は神社の合祀によって合計22
件となりましたが、これらの用地

寺社移転

いました。

用地買収とともに、対象地域で

は数多くの建造物の移転が必要

となりました。国有鉄道の常磐線、

総武線、私鉄の東武線、京成線の

ほか、神社や寺院、さらには電話

線、電柱、埋設ガス管なども移転

の対象施設となりました。

変更された学区界と小学校の開校
Column

荒川放水路の完成によって、場所

によっては地域の分断がありました。

その影響で学区界も変更となり学校

が統廃合されたり、新たな学校が開

校されたりしました。
■ 千住町

千住の町は千住一丁目飛び地、千

住二丁目飛び地が放水路の北に、他

の地区は南へと分断されました。こ

れらの飛び地は従来千寿第三尋常小

学校の学区域でしたが、放水路開削

にともなう学区域の変更により、飛

び地に住む児童のために、通水半年

後に千寿第五尋常小学校が開校され

ました。「千寿」という名称の学校は

全部放水路の南にありますが、千寿

第五小学校だけは今も放水路の北に

あります。
■ 綾瀬村

綾瀬村も放水路の完成によって地

域が分断されました。放水路の北に

ある弘道小学校では、放水路の南に

住む児童が通学するに際し、迂回し

て3kmの道のりを歩いて新橋を渡

るか、放水路を船で渡って行くかの

二択となってしまいました。そのた

め、弘道小学校の分校設置となりま

したが、この分校は千住町の千寿第

四尋常小学校の近くに設置されまし

た。当時は、行政区画が千住町と綾

瀬村に分かれていたため、近い距離

に小学校が２つあるという不自然な

形となりましたが、やむを得ない措

置でした。足立区の誕生後、その分

校は千寿第四尋常小学校に併合され、

分校の生徒は千寿第四尋常小学校へ

通学することになりました。

買収では寺社の移転代替地のため

に別途買収が行われました。

このうち、境内地が6反23歩
(約6,026m2)あった古刹浄

じょう

光
こう

寺
じ

(通称木
き

下
ね

川
がわ

薬
やく

師
し

)は、地域に多く
の檀家があり広い墓地の移転を伴

うことから、移転地の選定が困難

を極めました。移転先が決まらな

ければ、改修工事の進行に支障が

でるため、工事によって生じた中

川廃川敷がこれにあてられること

により、大正8年 (1919)に移転
を完了しました。木下川薬師の移

転に際しては、住民が住職に「国

が相手じゃ勝てるはずがない」と

言ったといわれています。この言

葉が、放水路用地の買収に対する

人々の受け取り方を示しています。

この時代の用地買収では、移転を

余儀なくされる人々の個々の事情

などは考慮されませんでした。

現在の千寿第五小学校
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3-7

荒川放水路の完成
20年の歳月をかけて昭和5年に完成。
放水路完成によって、工場進出や市街地の拡大が始まりました。

荒川放水路通水式で
岩淵水門に集まる人々の様子荒川放水路通水式

大正14年8月出水岩淵水門閉扉の状況

改築前の旧隅田水門 (大正12年竣工 ) 改築後の旧隅田水門 (昭和17年改築 )

亀戸・小松川周辺の変遷 (資料：「国土地理院地形図」より作成 )

明治13年当時はほとんど農地である。

放水路開削後は特に右岸側で市街地化している。

放水路開削前後の洪水時水位 (資料：「内務省 東京土木出張所  荒川下流改修工事概要」より作成 )

明治44年 (1911)に事業に着手
された荒川放水路も、ようやく完

成の時を迎えました。放水路の完

成によって、荒川の洪水が抑制さ

れるようになると、沿川の開発も

進んでいきました。

放水路の完成

荒川放水路開削事業は、多く

の困難を経ながらも大正 13年
(1924)10月の岩淵水門完成に
よって上流から下流までが繋がり、

通水が行われました。その後、各

地の浚渫作業と水門工事が続け

られ、昭和5年 (1930)に竣工し
ました。20年にわたる大規模な
治水事業はここに完成したので

す。荒川放水路が完成したことで、

東京の町並みや都市としての機能、

形態は大きく変化しました。荒川

放水路沿いも、明治時代は宿場町

や農村が点在する田園地帯でした

が、その後は急激に人口集積が進

み、市街地へと変容を遂げました。

放水路による効果の発揮

荒川放水路通水直後の大正13
年9月及び大正14年 (1925)8月
の洪水では、荒川放水路が洪水抑

制の効果を発揮したことが確認さ

れています。

下図は大正14年8月洪水時に
おける放水路の水位と、隅田川の

水位を比較したものです。岩淵

水門地点では、放水路の水位が

A.P.＋5.81mであったのに対し、
隅田川では A.P.＋2.98mとなっ
ており、その水位差が2.83mあっ
たことが示されています。

工場の進出と
市街地の拡大

荒川放水路事業の進捗と前後し

て、放水路周辺の農村地帯の風景

も、工業化、市街化が徐々に進展

しつつありました。特に舟運の利

用可能な放水路、隅田川、中川な

どの沿川には、徐々に工場の進出

が進んでいきました。これらの工

場は、この地帯に張り巡らされた

運河網を利用できる立地の良さを

活かして進出したものです。工場

の増加に伴って、周辺の宅地化も

進んでいきました。これらの工場

は、都心部や地方から流入した労

働力のみならず、この一帯の農村

における余剰労働力をも吸収する

形となりました。

維持工事

荒川放水路では、昭和5年の放
水路完成に引き続いて、維持工事

が行なわれました。この維持工事

は、建設された堤防の保護や低水

路の浚渫を行うとともに、水門や

閘門の維持補修を行うもので、荒

川放水路開削工事による治水効果

を維持することを目的としていま

した。放水路が竣工した翌年の昭

和6年 (1931)より荒川維持工事
に着手し、岩淵町より河口に至る

放水路23.6kmと隅田川24kmを
施工区域としました。荒川維持工

事は、当初、昭和17年度 (1942)
までの13ヶ年度継続事業として
総工費214万円余りが計上されま
したが、戦時体制が強まる中、財

政緊縮のために工費は年々減額さ

れ、総工費は194万円余りに縮小
されました。こうした経緯を経つ

つ、最終的には昭和25年度 (1950)
まで工事は継続されました。

明治 13 年

昭和 12 年
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第 章第 4 章
カスリーン台風の来襲

終戦直後に日本に来襲したカスリーン台風。

関東地方の被害は甚大でしたが、放水路はその効果を

発揮しました。

都市化の進展と地盤沈下
都市化の進展にともない激化した地盤沈下。

現在、沈静化しているものの将来への課題を残してい

ます。

荒川放水路開削後の河川改修事業
都市を守る荒川放水路の強化へ。

荒川放水路の新たな改修事業が進められました。

低平地からの雨水排水
放水路両岸に広がる水はけの悪い低平地。

雨水を排水するための施設整備が進められました。

高潮対策事業
ゼロメートル地帯を高潮から守る荒川の高潮堤防。

伊勢湾台風の被害を教訓に対策が講じられました。

人口増加と深刻な水質汚濁の発生
高度成長とともに激化する河川汚濁。

進められた様々な対策によって水質は徐々に改善して

いきました。

河川敷開放計画
今日とは異なるかつての荒川の利用形態。

現在の荒川河川敷には多くの公園・緑地を見ることが

できます。

写真：高度成長期の荒川沿川の風景
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4-1

カスリーン台風の来襲
終戦直後に日本に来襲したカスリーン台風。
関東地方の被害は甚大でしたが、放水路はその効果を発揮しました。

昭和初期の水害

昭和 13年 (1938)9月の洪水
では寄居地点で洪水流量毎秒

5,633m3を記録しました。また

荒川放水路完成後の昭和初期、

荒川では 10年間に 3度も計画高
水流量を上回る大きな洪水が発生

しました。そのうち、昭和22年
(1947)のカスリーン台風は、荒
川のみならず東日本全域に大きな

爪あとを残しました。

終戦後の社会混乱も収まらな

い中、昭和22年のカスリーン台
風では寄居地点で洪水流量毎秒

5,315m3を記録しました。岩淵

地点での洪水流量は毎秒7,000m3

と推定され、荒川で想定してい

た洪水の水位 (計画高水位 )を約
1.12mも上回りました。しかし、
荒川の上流部において堤防を越え

る氾濫や堤防決壊などもあったも

のの、放水路区間では決壊などの

被害は発生しませんでした。

カスリーン台風による関東地方

の氾濫被害は、荒川上流部と利根

川沿川を中心としていました。

利根川では栗橋右岸の堤防が約

400mにわたって決壊し、氾濫流
は中川上流の古利根川に沿って南

下し、さらに中川沿いを南下しま

した。途中、氾濫流を江戸川に誘

導する試みもなされたもののうま

くいかず、中川に沿って流下し続

けた濁流は荒川放水路左岸側地区

一帯を水没させました。

こうして放水路東側の広い範

囲が浸水したのですが、氾濫流は

荒川放水路堤防によって西側、す

なわち都心側には到達しませんで

した。結果的に荒川放水路の影響

により左岸側は浸水被害がひどく

なったものの、荒川放水路が利根

川の氾濫流から都心を守ったので

した。

カスリーン台風の来襲

利根川の氾濫流を止めた
荒川放水路

カスリーン台風による被害
(埼玉県川口市善光寺 ) (出典：荒川下流誌 )

カスリーン台風による被害
(東京都葛飾区 ) (出典：荒川下流誌 )

カスリーン台風による被害（東京都江戸川区新小岩） (出典：荒川下流誌 )

昭和22年洪水被害状況図 (資料：「直轄河川防御対象氾濫区域図  平成3年6月」より作成 )

昭和16年 (1941)7月には同じく
毎秒6,445m3の出水があり、2
度にわたって荒川で想定してい

た洪水流量 (計画高水流量：毎秒
3,340m3)を上回る洪水に見舞わ
れました。さらに、昭和22年9月
には東日本を中心に未曾有の大水

害となるカスリーン台風が来襲し、

この洪水でも計画高水流量を上回

る流量となりました。

荒川では、10年間に 3度も計画
高水流量を上回る洪水が発生した

ことから、計画の再検討が考えられ

るようになりました。

伝統技術の継承と自主防災：
カスリーン台風後に建設された水屋

Column

小紋染は、江戸時代に武家の裃の

染め模様として大いに隆盛した我が

国の代表的な染色技法の一つです。

明治以後、一般の着物の柄として広

く普及し、今日、江戸小紋と称され

ています。

そんな江戸小紋の伝統を守り続け

ているのが小宮家です。小宮邸は、

関東大震災後、創業した浅草から、

現在の西新小岩に移転しました。カ

スリーン台風の際は、小宮邸も氾濫

の被害に遭いましたが、明治43年

(1910)洪水を教訓とする水害への

備えにより、被害は最小限に食い止

められました。カスリーン台風の経

験に基づき、今では母屋、工場、倉

庫に盛土を施し高床の「水屋」にして

います。染物工

場や倉庫は、江

戸小紋の非常に

貴重な芸術作品

を制作、保管し

ている場所であ

ることから、小

宮家では水害に

対する備えを十

分にしているの

です。伝統技術

の継承にあたり、

伝統を守るため

の防災の重要性も継承され、長期に

わたる自主防災が続けられています。

柱に記された昭和22年洪水水位 水屋となっている倉庫
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4-2

都市化の進展と地盤沈下
都市化の進展にともない激化した地盤沈下。
現在、沈静化しているものの将来への課題を残しています。

地盤沈下の進行を物語る古井戸 低地帯の地盤高平面図 (出典：東京の低地河川事業 )

主要水準基標の累計変動量 (資料：「東京の低地河川事業」より作成 )

※江東地区
江東区、墨田区、荒川右岸域の江戸川
区、荒川右岸域の足立区および荒川区
(荒川区は本来、江東地区には含まれ
ていませんが、工業用水法では江東地
区として取り扱われています。)　

地盤沈下発生の背景

近代化を支える工業地帯への
発展 (明治初頭～大正 )
明治期以降、維新政府は欧米列

強に追いつくべく「富国強兵」「殖

産興業」を掲げ、産業社会重視へ

の施策を急速に展開することとな

りました。

このわが国における産業革命を

進める上で、荒川放水路周辺を含

む臨海低地一帯は、工業地帯へと

転ずるための格好な条件をそろえ

ていました。

具体的な条件としては、広大な

武家屋敷や農地の存在、資材搬入

に活用する水路網、政治・経済・

交通の中心である東京という位置、

武家社会崩壊にともなう豊富な労

働力の存在などです。

荒川放水路周辺を含むこの地域

では、生産活動に不可欠な工業用

水を地下から多量に汲み上げるこ

とによって、わが国の近代化を支

える屈指の工業地帯へと変貌して

いきました。

技術の進歩による旺盛な
地下水開発 (大正～昭和 )
低地一帯の地下数十～数百メー

トルには、豊富な地下水を蓄えた

地下水脈が厚く分布しており、井

戸による地下水利用が古くから行

われていました。

明治期の井戸の掘削は、動力を

用いる技術がなく、人力と自然の

重力を利用した大変な作業であっ

たことから、井戸数は限られてい

ました。

しかし、大正2年 (1913)にア
メリカから輸入された「ロータ

リー鑿
さく

井
せい

機」の出現が、わが国全

体の地下水開発を一変させました。

さらに揚水ポンプの普及によって、

大正期に入ると低地一帯の多くの

工場が工業用水源として多量の地

下水を汲み上げるようになりまし

た。

この地下水開発が臨海低地一帯

の地盤沈下を誘発し、大正期以降

の工業地帯の発展と密接に関係し

あいながら、いわゆる “ゼロメー

トル地帯 ”(常時海水面以下の土
地 )の出現に至ったのです。

産業活動により影響を
受けた地盤沈下

太平洋戦争末期になると、戦況

の悪化や空襲等によって低地一帯

の産業活動がほぼ中断状態となっ

たことから、地下水の揚水量が急

減しました。その結果、昭和19年
(1944)頃から地下水位は上昇　
し、地盤沈下はほぼ停止した結果

となりました。

しかし、昭和25年 (1950)に始
まった朝鮮戦争を契機とする産業

活動再開にともなって、停止状態

にあった低地の地盤沈下は再び活

発化しました。

地盤沈下によるゼロメートル

地帯の出現が懸念されてきたこと

から、東京都において、地下水揚

水の規制策が開始されました。昭

和36年 (1961)には、沈下現象が
最も大きく、海水面以下の土地を

抱える江東地区が「工業用水法」の

地域指定を受け、工業用井戸の新

設が初めて制限されました。しか

し、このような工業用水・ビル用

水井戸の新設規制にもかかわらず、

低地の地盤沈下は依然として止ま

らず、江東地区を中心とするゼロ

メートル地帯は拡大を続けていく

こととなりました。

地盤沈下の沈静化と
治水安全度の低下

沈下の原因には、地下水のほか

に水溶性天然ガスの採取もあげら

れます。地下水中に含まれる天然

ガスは都市ガスなどに広く利用で

きることから、その採取が盛んに

行われた結果、過剰な採取が地盤

沈下につながりました。そのため、

地下水および水溶性天然ガス採取

の規制が行われ、昭和50年代以

降、荒川下流域一帯の地盤沈下は

沈静状態にあります。一方、地盤

沈下と放水路との関わりに着目す

れば、昭和20年代から 30年代に
かけて、地盤沈下によって荒川放

水路の両岸の堤防も著しく沈下し

ました。一部には、放水路計画で

想定した洪水の水位と堤防の築堤

高が同じ位置になる箇所も発生し

ました。堤防の高さが不足するこ

とに加えて、堤内地の地盤沈下に

よって洪水時の氾濫被害が拡大す

ることが懸念され、対策が急務と

なったのでした。
当時の地盤高



目次 目次

第
1
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章

第
5
章

第
6
章

巻
末
資
料

荒
川
放
水
路
変
遷
誌

44

都市復興と荒川放水路

江
戸
の
く
ら
し
と
荒
川

求
め
ら
れ
た

荒
川
放
水
路

荒
川
放
水
路
の
掘
削

都
市
復
興
と

荒
川
放
水
路

荒
川
放
水
路
が

果
た
し
て
き
た
効
果

荒
川
放
水
路
の
い
ま

巻
末
資
料

荒
川
放
水
路
変
遷
誌

45

4-3

荒川放水路開削後の河川改修事業
都市を守る荒川放水路の強化へ。
荒川放水路の新たな改修事業が進められました。

改修計画と改修工事 基本計画の見直し

改訂された計画の概要

昭和26年5月に立案された改
修計画では、堤防の天端幅を変更

し、川の断面積が不足する区間の

浚渫と低水路を拡幅することとさ

れました。

この改修計画の立案を受け、目

標達成に向けて河道は徐々に改修

昭和26年立案の改修計画では、
想定する洪水の流量 (計画高水流
量 )は変更されませんでした。
また、昭和39年 (1964)の河川

法改正を受け、水系一貫の総合的

な管理計画である工事実施基本計

画の策定が各河川で進められ、荒

川についても、昭和40年 (1965)
に策定されました。ただ、その基

本計画において想定する洪水の流

量は、明治44年 (1911)の荒川改
修計画を踏襲したものでした。

しかし、その後に計画高水流量

を評価すると、20年に 1回程度の
頻度で発生する洪水に相当するも

のでしかないと試算されました。

荒川沿川では急速に都市化が進行

しつつあり、荒川放水路が計画さ

れた明治時代とは比較にならない

ほど、流域における資産は莫大な

ものとなっており、さらに産業の

発展、人口の増加等によって水需

工事実施基本計画の改訂にお

いて想定した洪水の流量は、ダム

や調節池がない場合 (基本高水流
量 )に、基準地点岩淵において毎
秒14,800m3としています。この

荒川放水路完成以降、荒川維持

工事が行われましたが、昭和26
年 (1951) 5月に改修工事の告示
が行われ、工事が再開されました。

この改修工事で想定する洪水流量

は、荒川放水路計画策定時のもの

と同じでしたが、都心部を守る荒

川放水路の重要度を考え、昭和48
年 (1973)に想定する洪水流量が
大幅に見直されました。

河川名 基準地点 基本高水の
ピーク流量

ダム等に
よる調節量

河道への
配分流量

荒川 岩淵 14,800 7,800 7,000

改修計画 標準断面図 (昭和26年立案 )

　

鹿浜橋上流地点の断面の変遷

基本高水のピーク流量等一覧表

計画高水流量の流量配分 (昭和48年改訂 )

荒川放水路の改修工事計画諸元 (昭和26年5月 )

要が著しく増大し、水不足が深刻な

社会問題を引き起こしていました。

以上のような流域の状況に対応

して、大幅な治水安全度の向上を

図るため、昭和48年に工事実施
基本計画が改訂されました。改訂

された計画は、荒川本川上流部お

よび入間川については 100年に 1
回発生する規模の洪水、荒川下流

部については 200年に 1回発生す
る規模の洪水を想定して設定され

ました。

工 事 区 分
左岸埼玉県川口市
右岸東京都北区志茂町

から海に至る延長 22.5km

河 幅  450 ～ 548m

堤 防 断 面
天 端 幅
天 端 余 裕 高

右岸 7.0m
2.1m

左岸 5.5m

計 画 高 水 勾 配 1/5,000

うち二瀬ダム、滝沢ダム、浦山ダ

ム等の上流ダム群および中流部の

川幅の特に広大な部分に設置する

調節池群 (第一～第五調節池 )に
より、毎秒7,800m3低減させ、岩

岩淵水門の三様
Column

岩淵水門は、荒川放水路開削事業

によって施工された新河道（放水路 )

と旧河道（隅田川 )との分派点に設

けられました。隅田川に荒川の洪水

が流入するのを制限するとともに、

平水時には舟運の航路確保に配慮さ

れた、荒川放水路開削事業を担う重

要な水門です。

放水路通水当初の水門は、昭和

35年（1960）に地盤沈下に対応し

て門扉継ぎ足しを行ったほか、巻上

機の改修や遠隔操作施設の設置など

の改築が施されました。それが現在

の旧岩淵水門です。

さらにその後、施設の老朽化が進

行したこと、昭和48
年に荒川の基本計画

が改訂されたことに

伴い、水門の高さの不

足が生じたことから、

全面改築されること

となりました。 放水路通水当初の岩淵水門 　旧岩淵水門 現岩淵水門

されました。荒川下流部における

河道改修の履歴は、大きく昭和26
年～昭和37年 (1962)、昭和38
年～昭和47年 (1972)、昭和48
年以降に分けられます。

また、昭和5年 (1930)の荒川
放水路完成以降、機能向上や老朽

化対策として、水門・樋門等の改

築工事も行われました。

昭和26年 (1951) ～昭和37年 (1962) 上流部より下流に向かって河道掘削、浚渫を施工

昭和38年 (1963) ～昭和47年 (1972) 高潮対策工事が主要工事

昭和48年 (1973)以降 大規模工事となる岩淵水門の改築に着手

淵地点における河道への配分流量

(計画高水流量 )を毎秒7,000m3

としました。なお、河口は市街地

の降雨が川へ流れることを考慮し

て毎秒7,700m3としています。

旧岩淵水門の構造

旧岩淵水門は、今は水門としての

役目を終えていますが、その文化的

価値が重要視されています。河川工

学、景観、文化財等の専門家による

「旧岩淵水門土木技術評価委員会」で

は、旧岩淵水門を近代土木遺産とし

て高く評価し、重要文化財として後

世にわたって末永く伝えていく価値

を有する土木構造物であると報告し

ています。 

( 単位：m3/s)
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4-4

低平地からの雨水排水
放水路両岸に広がる水はけの悪い低平地。
雨水を排水するための施設整備が進められました。

放水路両岸の低平地

江東デルタ地域での対策

荒川下流部の
代表的排水機場

荒川放水路の両岸の低平地は元

来水はけがよくないことに加えて

地盤沈下が進行したため、雨が降

ると排水が困難となってたびたび

水害が発生していました。こうし

た事態に対応するため、排水ポン

プが数多く整備され、かつてと比

較すると浸水被害に対する安全度

が格段に向上しました。

現在の東京は昔の利根川や荒川

の河口部に位置しており、かつて

は大湿地帯となっていました。江

戸時代に行われた利根川や荒川の

付け替え以降は、新田開発のため

荒川放水路と隅田川で囲まれ

た江東デルタ地域では、地盤面が

新芝川排水機場
芝川は、埼玉県の中央部桶川市付

近を水源とし、埼玉県南部のさいた

ま市、川口市等の排水を受け持つ流

域面積116km2の一級河川であり、

川口市領家地先において芝川水門を

経て荒川放水路に合流しています。

新芝川排水機場は、芝川改修計

画の一環として水門閉鎖後の内水

排除を目的として芝川水門に併設

されたものです。昭和48年 (1973)
に工事に着手されましたが、オイ

ルショックによる資材単価の高騰

や緊縮予算の影響を受けながらも、

昭和53年 (1978)に竣工しました。
計画排水量を毎秒100m3とし

て計画されましたが、暫定計画排

水流量の毎秒50m3を確保するた

めのポンプが設置されて現在に

至っています。

綾瀬排水機場
綾瀬川は埼玉県桶川市小針地先

を源流とする流域面積165km2の

一級河川で、葛飾区上平井地先に

おいて中川に合流しています。

流域は利根川・荒川が乱流して

いた氾濫原であり、広大な水田地

帯を形成していましたが、昭和30
年代以降の産業・人口の首都圏集

中に伴って都市化が著しく進行し、

地盤沈下の影響も受けて氾濫しや

すい状況となっていました。

綾瀬排水機場の計画排水量は

毎秒150m3ですが、当初は暫定

施工として着手され、昭和59年
(1984)に毎秒50m3のポンプが

設置されました。その後、平成3
年 (1991)の水害を契機として着
工された堀切菖蒲水門の設置に併

せてポンプの能力が増強され、現

在では毎秒100m3の排水量を有

する施設となっています。

 

新芝川排水機場

荒川下流部の排水機場

綾瀬排水機場

公共溝渠：農村のなごり
Column

の湿地埋め立てが盛んに行われて

次第に陸地が拡大しましたが、そ

れでも低平地であることに変わり

はありませんでした。このため、

雨が降ると水はけが悪く、たびた

び水害に悩まされてきました。

昭和20年代から地盤沈下が著
しく進行したゼロメートル地帯や、

洪水時に放水路の水位が支川の水

位よりも高くなる場所では、どの

ような方法で排水を進めるのかと

いうことが課題となりました。

江東内部河川整備事業(資料：「東京の低地河川事業」、「江東内部河川整備計画」より作成)

荒川下流部では、大正期から高度

成長期にかけて地下水の過剰な汲み

上げ等により地盤沈下が進行しまし

た。堤防に囲まれた地盤高の低い地

域では、大雨の際に水路等による自

然排水ができず、内水氾濫を起こす

ようになりました。一方、周辺に広

がる水田は一定の遊水機能を有し、

氾濫被害の軽減に役立っていました。

しかし、宅地化の進展によって水田

が失われ、氾濫による増水に拍車が

かってきました。

こうした状況を打開するため、農

地組合で管理されていた農業用水路

を区の管理に委譲して、公共溝

渠化が進められ、流末には排水

機場を設置して雨水を強制的に

川へ排除するようになりました。

その後、昭和50 年代以降に

汚水、雨水対策として下水道整

備が本格化すると、その役割

を終えた公共溝渠が地域から

徐々に姿を消していきました。

今でも区画整理が行われたこ

とのない露地には、公共溝渠が残さ

れている場所があります。

かつて農業用水路として利用されるも、
現在は親水利用されている鹿本親水緑道

(写真提供：江戸川区 )

満潮面より低い地域が 80％以上
にも達したため、地盤沈下の進行

に対応して河川の護岸の「嵩上げ」

「張付け」などが繰り返されました。

しかし、いくら護岸を高くして

も、河川の水位が高ければ堤内地

( 堤防の住宅地側 ) に溜まった水
がはけることはありません。この

ため、下水および雨水は排水ポン

プによって河川に放流する方法が

採用されました。昭和30年代の
最盛期には、ポンプ所は 45 カ所
を数えました。これらの施設の中

には故障、老朽化によって事故を

起こすものもあり、付近住民に被

害と不安を与えることもありまし

たが、その後は施設の改修が進み、

かつてと比較すると内水被害の発

生は格段に少なくなりました。

その後江東デルタ地域では、昭

和46年 (1971)に東京都によっ
て策定された江東内部河川整備計

画に基づき、対策事業が進められ

ています。この計画では、江東デ

ルタ地域をおおむね東西に二分

し、地盤が特に低く舟運などの河

川の利用が少ない東側区域の河川

は、ポンプ排水によって洪水時・

平常時ともに水位を低下させる方

式で整備が進められています。一

方、地盤が比較的高く河川利用も

多い西側区域の河川では、主とし

て護岸の耐震化が進められていま

す。江東内部河川整備計画は、複

数回の見直しを経つつ、現在も事

業が継続されています。
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4-5

計画高潮位：A.P.＋5.10m

満月と新月の際に観測された満潮位

の平均値に、吸い上げ効果や吹き寄せ

効果をプラスして決定。このとき、吸

い上げ・吹き寄せ効果は、伊勢湾台風

規模の台風が、過去に関東地方を通過

した台風と同じコースで来襲した場

合のシミュレーションによって想定。

計画堤防高：計画高潮位＋波の
打上げ波高

基本的には、計画高潮位＋波の打上

げ波高。洪水の安全な流下に必要

な高さ (H.W.L.＋余裕高 )がそれよ

り高くなったときは、計画堤防高を

H.W.L.＋余裕高とした。

高潮対策事業
ゼロメートル地帯を高潮から守る荒川の高潮堤防。
伊勢湾台風の被害を教訓に対策が講じられました。

地盤沈下によって生じたゼロ

メートル地帯は、高潮によって大

きな被害が発生する可能性があり

ました。伊勢湾台風の高潮が甚大

な被害をもたらしたことを受け、

全国各地で高潮対策事業に着手さ

れました。東京湾でも高潮に対す

るゼロメートル地帯のリスクを考

慮し、東京湾高潮対策計画が策定

されました。

高潮対策事業の必要性

高潮計画の策定経緯

高潮とは
高潮対策工事の概要

東京湾の湾奥に位置する荒川下

流部は、地形的に高潮が大きくな

りやすい特徴を持ちます。放水路

開削工事中の大正6年 (1917)に

昭和34年 (1959)に来襲した伊
勢湾台風では、紀伊半島から東海

地方にかけての広い範囲において、

高潮による極めて大きな被害が発

生しました。この伊勢湾台風をう

け、日本各地で高潮計画が策定さ

れました。東京湾高潮対策計画は、

昭和35年 (1960)から調査、計画
が始められ、各計画諸元が決定さ

れました。

高潮は台風等の低気圧によって

発生する気象現象であり、地震に

よって発生する津波とは全く別の

ものです。主な発生要因は 2つ
あります。

ひとつは吸い上げ効果と呼ば

れ、海面を押し下げる圧力が小さ

い低気圧の下では、高気圧の下と

比べて海面が高くなります。気圧

が 1hPa(ヘクトパスカル )低下す

れば海面が約1cm上昇するため、

例えばそれまで 1000hPaだった

ところへ、中心気圧が 950hPaの

台風が来れば、海面は約50cm高

くなります。

ふたつめは吹き寄せ効果と呼ば

れ、台風等の強い風が沖から岸に

向かって吹き続けると、海水が吹

き寄せられて海面が上昇します。

昭和35年 (1960)に策定された
東京湾高潮対策全体計画に基づい

て、翌36年 (1961)より東京湾高潮
対策事業が実施されました。

荒川放水路では、当初は右岸が

河口から 7.5km、左岸が河口から
5.0kmを高潮対策区間とし、その
後の高潮区間の見直し等を経つつ、

昭和40年度 (1965)までに右岸高
潮堤 (河口～隅田水門 )が施工され、

（資料：「荒川水系隅田川流域河川整備計画」より抽出）

東京湾沿岸における主要な高潮災害

高潮対策施設整備状況 (資料：「高潮からまもる」等より作成 )

荒川の高潮堤防

台風の番号と名前
Column

昭和45年 (1970)には左岸高潮区
間が完成しています。さらに、高潮

堤の護岸改修や特殊堤の嵩上工事

などが行われ、昭和62年 (1987)に
工事は完了しました。

また、東京都でも管理区域ごと

は、既往最大潮位が観測される大

規模高潮によって、甚大な被害が

もたらされました。

また、戦後になって地盤沈下が

進行すると、荒川下流部における

高潮に対する危険性はさらに拡大

します。昭和24年 (1949)のキティ
台風来襲時には、最高潮位が大正

6年の高潮の時よりも 1m以上も
低いにもかかわらず、浸水面積は

逆に大きくなりました。

現在、台風には発生順に年ごとの

通し番号がつけられますが、戦後の

GHQ統治の時代には、すべての台

風にアメリカ式の女性の名前がつけ

られていました。大きな災害をもた

らした台風として、カスリーン台風

(昭和22年 )、アイオン台風 (昭和

23年 )、キティ台風 (昭和24年 )を

挙げることができます。

昭和28年 (1953)のサンフラン

シスコ講和条約の発効によって我が

国の主権が回復すると、台風は現在

のように番号をつける方式となりま

した。略式記号として "Typhoon"

の "T"を頭に付け、西暦の下2桁、台

風番号の 2桁を組み合わせて表記さ

れることもあります。一方、特に大

きな被害をもたらした台風には番号

とは別に洞爺丸台風 (T5415)、狩野

川台風 (T5822)、伊勢湾台風 (T5915)

などの固有名詞がつけられています。

なお、1953年以降もわが国でつ

ける通し番号とは別に、台風にはア

メリカによって名前がつけ続けら

れていました。その後、平成12年

(2000)からは、北西太平洋または南

シナ海の領域で発生する台風を対象

として、我が国を含む 15カ国が提

案した 140個の名前が準備され、順

次名前 (アジア名 )がつけられてい

ます。一例として、荒川で高い水位

が観測された平成19年 (2007)の台

風9号は、アジア名を FITOW(フィー

トウ )といいます。この名前はミク

ロネシア連邦の命名によるもので、

花の名前を意味します。

に高潮対策が進められています。

こうした対策によって高潮に対

する安全度は着実に向上してきた

一方で、近年では、施設の増加に

伴って管理が複雑化するという課

題も浮かび上がっています。

平成19年9月6日の天気図
(資料：「気象庁ホームページ」掲載図に赤枠加筆 )

発生年月 災害種別
時間最大 

雨量（mm）

総雨量

（mm）

潮位

（A.P.m）

浸水面積

（km2）

床上浸水 

家屋（戸）

床下浸水 

家屋（戸）

大正6年10月 台　風 16.5 161.6 4.21 86.60 131,334 49,004

昭和24年8月 キティ台風 12.6 64.9 3.15 92.01 73,751 64,127
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4-6

人口増加と深刻な水質汚濁の発生
高度成長とともに激化する河川汚濁。
進められた様々な対策によって水質は徐々に改善していきました。

荒川放水路通水後、隅田川上流の沿岸に工場が建ち始めたことから、

川の汚濁は昭和初期頃から始まりました。

太平洋戦争を挟んで昭和25年 (1950)頃までは、隅田川などの都市
内を流れる川もいったんはきれいになり、人が泳ぐこともできましたが、

朝鮮戦争の特需景気などによって工業が隆盛となるにつれ、河川の汚濁

も激しくなりました。

水質汚濁による悪臭
(写真提供：田沼武能氏 ) BOD変遷図

地点別の BODの値

Column

早慶レガッタの復活

「レガッタ」とは、イタリア語の

レガータ (覇を競う争い )に由来し、

「ボートレース」のことを意味します。

英国のオックスフォード大 vsケン

ブリッジ大の対抗戦、米国のハー

バード大 vsイェール大の対抗戦、そ

して日本の早稲田大 vs慶應大の対

抗戦は、「世界3大レガッタ」と言わ

れています。

早慶レガッタは、明治38年 (1905)

に隅田川向島で第1回大会が開催さ

れて以来、戦争などの中断をはさみ

ながらも、平成23年 (2011)の大会

で 80回を数えました。

荒川放水路では、放水路完成直後

の昭和9 ～ 11年の 3回と、隅田川

の水質汚濁に伴って会場が移された

昭和40 ～ 48年にかけての 7回の、

計10回開催されました。

その後、河川浄化が進み始めた昭

和53年 (1978)に、17年ぶりに早

慶レガッタは隅田川に戻り、現在に

至っています。

ちなみに荒川放水路での早慶の勝

敗は 5勝5敗という結果でした。

水質汚濁の原因

昭和30年代の隅田川は、流域内
の開発に対する下水道整備の遅れ

と、産業排水の規制強化の遅れな

どのため、魚類の浮上死、油の流

出事故、悪臭 (メタンガス・硫化
水素等のガス類 )の発生など水質
事故が多発しました。また放水路

下流部でも、左岸側から流入する

支川における流域の急激な土地利

用状態の変化にともなって同様の

状況となりました。これらの支川

では、生活排水処理施設 (下水道
および処理施設 )の整備の遅れや、
小規模事業所排水の規制または処

理施策の不足によって強汚濁河川

化し、放水路下流部の水質悪化を

招いたのです。

これにより台東区寒中水泳大会

では、競技者が全身真っ黒になるの

で昭和25年 (1950)を最後に中止

されました。また、昭和37年 (1962)
以降、隅田川名物の花火やレガッタ

もやむなく中止となりました。

浚渫事業の開始

激化する水質汚濁を憂慮して、

隅田川沿川7区 (中央・台東・墨田・
江東・荒川・北・足立 )の建設委
員会は、昭和31年 (1956)10月に、
荒川 (現隅田川 )浚渫対策本部を
結成し、国や都の河川管理者に対

して活発に陳情を行いました。

その当時、浚渫事業は舟運また

は洪水の流下に支障がある場合に

行われるのが原則であり、水質汚

濁対策として浚渫する計画はあり

ませんでした。しかし、前述のよ

うな水質悪化の状況を受け、東京

都は昭和32年度 (1957)から隅田
川の浚渫を始め、翌33年度 (1958)
からは国庫補助を用いた本格的な

汚濁対策として、浚渫事業を始め

ました。昭和30年代にひととお
り浚渫が行われ、悪臭源は取り除

かれました。

当時の隅田川とほぼ同じ環境下

にあった荒川放水路でも、昭和45
年 (1970)の水質汚濁防止法制定
までは、水質は良好とは言い難い

状況にありました。

浄化用水の導入

荒川・隅田川で水質汚濁が問題

となっているのと同時期に、東京

では水不足も深刻化していました。

この両者に対応するため、利根川

の水を荒川で利用することが考え

られ、利根導水路事業の一環とし

て、武蔵水路の建設が行われました。

武蔵水路による浄化用水の導水は、

隅田川の水質改善に一定の効果を

発揮しました。

下水道の整備

隅田川をはじめとする東京の下

水道処理人口普及率は、戦後の昭

和25年 (1950)にはわずか 10％
に過ぎませんでしたが、その後、

精力的な下水道整備が進められま

した。

特にオリンピック投資で弾みが

ついた昭和40年代は、水質汚濁防
止効果の大きい下水道の促進を望

む住民の声が大きくなり、下水道

の拡張事業は飛躍的に伸びました。

普及率の向上にともない、隅田川

も生気を取り戻し、都民が待ち望

んでいた花火大会や早慶レガッタ

も昭和53年 (1978)に復活しまし
た。その後昭和50年代後半以降は、
普及率が上昇を続け、東京都の第

3次長期計画で目標とされた平成
6年 (1994)度末の普及率100％は、

ほぼ計画どおりに達成されました。

こうした取り組みにより、荒川

放水路の各水質観測地点における

BODの値は改善が進み、いずれ
の観測地点においても環境基準を

クリアするレベルとなっています。

BOD：生物化学的酸素要求量
水の中の微生物が汚れを分解するときは、酸素が使われるため、汚れが多いと使われる
酸素の量も多くなってきます。
この使われる酸素の量を生物化学的酸素要求量 (BOD)といいます。
いろいろな魚がすむためには 5mg/ℓ以下である必要があるとされています。

早慶レガッタの様子（昭和62年）（資料提供：墨田区立緑図書館）
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4-7

河川敷開放計画
今日とは異なるかつての荒川の利用形態。
現在の荒川河川敷には多くの公園・緑地を見ることができます。

明治中頃までの河川は、舟運や

農業用水の取水源としての利用が

主なものでした。

しかし、明治から昭和に至るわ

が国社会の近代化により、河川に

設置される工作物の種類や規模、

数量が大きく変化するとともに、

河川敷の利用の状況も変化してい

きました。

昭和20年代までの河川敷は、地
元住民の開墾による田畑の占用な

ど、農業生産に密着した利用がほ

とんどでした。

戦後になり社会・経済の発展や

生活様式の変化にともない、ゴル

フ場や自動車教習所など、広い敷

地を必要とする施設が河川にその

場を求めてくるようになりました。

河川敷の利用は、時代背景に応

じて次のようなものがありました。

昭和初期の河川敷の
使われ方

農地利用 水術練習場

グラウンド

戦争が拡大すると食料が不足し

始め、主食は配給制となりました。

さらに戦争が激しくなると主食の

遅配と欠配がでてきたため、荒川

放水路の近くに住んでいた人たち

は河川敷を掘り起こして耕作を始

めたのです。

内務省では洪水で土手が決壊す

ることを心配して、堤防斜面に作

物を植えることだけは固く禁じて

いました。しかし一部の人々は堤

防斜面への耕作を続けていました。

昭和22年 (1947)9月のカスリー
ン台風により増水した荒川上流部

では、堤防が決壊し大水害が起き

ましたが、その原因は堤防などへ

の直接耕作にあったとし、東京都

は昭和23年 (1948) 3月末日を限
りに、堤防斜面での耕作を全面的

に禁止したのでした。

完成した荒川放水路には、夏に

なると水術練習場が多く開設され

ていました。これらには、放水路

の堤防を作るために河川敷を掘っ

た後の池を利用したプールと、川

の流れを利用したプールの 2種類
がありました。敗戦の頃までに、

約12の水術練習場が存在してい
たといわれています。

例えば大正10年 (1921) 7月か
ら昭和24年 (1949)頃まで、夏期
には善光寺前の荒川において、川

口水術練習場が開設されていまし

た。当時の荒川は水がきれいで

あり、流れも穏やかであったため、

水泳をする格好の場所になってい

たと考えられています。

現在、多くの公園・緑地が開放

されている荒川放水路の河川敷に、

公園が設置されることとなるのは、

昭和35年 (1960)に遡ります。こ
の年、河川敷の緑化利用を計画し

ていた東京都が当時の建設省に対

し、河川法第18条により河川敷の
占用許可を受けて設置された公園

が、都市公園法にいう都市公園に該

当するかどうかを照会しました。

回答としては、都市公園法に規

定する都市公園に該当するという

ものでした。

この後、昭和40年 (1965)4月
に閣僚懇談会は河川敷利用を決め、

同年12月に建設事務次官通達で
「河川敷の占用許可について」が出

され、都市河川の高水敷が一定の

規準を設けて、公園、緑地および

広場等とすることができるように

なりました。

現在「河川緑地」と呼ばれている

ものは、都市計画法 (第11条 )に
基づく「都市施設」としての緑地で、

河川の高水敷及び水面を中心に都

市計画決定されているものが法的

根拠に基づくものです。

こうした背景をもって、地方公

共団体による河川敷を占用しての

公園緑地の設置が増えていくこと

になったのです。

現在と同じように、戦前にも河

川敷は運動場として利用されてい

たようです。

昭和17年 (1942)頃まで陸上競
技場として利用されていた船戸ヶ

原陸上競技場では、川口市内の各

小学校対抗陸上競技会も行われて

いたといわれています。

西新井橋付近の河川敷の耕作（出典：荒川下流誌） 船戸ヶ原陸上競技場（出典：荒川下流誌） 荒川砂町水辺公園

キャプションキャプション

扇健康公園

一方、東京オリンピックの開

催を契機として「国民の健康、体

力増強対策について」が昭和39
年 (1964)に閣議決定されました。
このなかでは、広く国民が家族連

れで日常気軽に体力づくりの運動

に親しめるような「国民広場」を、

大都市周辺の河川敷を利用して設

置することが方針として掲げられ

ました。

昭和40年12月に「河川敷地の
占用許可について」の通達があり、

都市またはその近傍にある河川に

おいて、一般公衆の自由な利用を

増進するために必要であると認め

られる場合には、公園・緑地等の

広場ならびに一般市民が利用する

ことができる運動場に限って、占

用を許可するものとされました。

この新しい河川敷の管理方針に

前述の「河川敷地の占用許可に

ついて」に示される新しい河川敷

の管理方針に沿って、特に営利企

業の自動車教習所等に占用されて

いた荒川では開放計画が定められ

ました。私企業によって占用され

ていた河川敷を、一般市民が利用

できる広場や運動場などに開放す

ることとし、河川敷利用の適正化

が図られてきました。

荒川における「河川敷地開放計

画」(第1次開放計画 )は、昭和42
年 (1967) 2月に策定されました。
実施に当たっては、まず民間企

業のグラウンドやゴルフ場、自動

車教習所に占用されていた河川敷

を一般に開放することから始めら

れ、新規の占用には公共の運動場

等が優先的に許可されました。

沿川住民による高水敷利用の高

まりのなかで、昭和44年度 (1969)
からは、都市河川環境整備事業が

発足したのを受け、荒川水系では

同年度から高水敷の基盤整備が開

始されました。以来、この事業に

より整備された高水敷は、運動場・

公園・緑地として利用されていま

す。

国民の健康、体力増強対
策と河川敷利用

河川敷公園の誕生
(昭和35年 )

河川敷開放計画

川口水術練習場（出典：荒川下流誌）

沿って、河川敷の開放計画が策定

されていったのです。
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第 章第 5 章
時代とともに変化した荒川放水路の能

ち か ら
力

放水路完成以降も着々と進められた改修工事。

荒川放水路の能力は徐々に増強され、大都市・東京を守り続けています。

荒川放水路がなかったら ～昭和 22 年カスリーン台風～
首都圏を守り続けている荒川放水路。

戦後最大の洪水時に放水路がなかったら、どのような氾濫となったのでしょうか。

荒川放水路がなかったら ～平成 19 年 9 月の台風～
世界有数の大都市であり、多くの資産が集中する現在の東京。

もし荒川放水路がなかったら、どのような氾濫被害が発生するのでしょうか。

写真：荒川放水路と隅田川の沿川で進む都市の発展
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5-1

時代とともに変化した荒川放水路の能力
放水路完成以降も着々と進められた改修工事。
荒川放水路の能力は徐々に増強され、大都市・東京を守り続けています。

洪水時の荒川放水路 (平成11年8月 )

河道断面の変化
鹿浜橋上流 (河口から 19.5km地点 )

岩淵水門周辺における平常時と洪水時 (平成11年8月 )の比較

埋め立てにより延びた荒川放水路
Column

平常時の荒川放水路では、河川
敷を利用したスポーツが盛んで
す。また、堤防天端の道路は、散策、
サイクリングに利用され、多くの
人々に親しまれています。
一方、洪水時の荒川放水路は、

濁水が高水敷まで乗り上げ、平常
時の風景が一変します。

洪水時の荒川放水路

近年における顕著な洪水の 1
つに、平成 11年 (1999) 8月の
洪水があります。荒川流域一円

荒川放水路の能力

これまでの河道改修
昭和5年 (1930)に竣工した荒
川放水路では、昭和6年 (1931)
～昭和25年 (1950)に荒川下流
維持工事が行われました。土砂の
堆積によって水深が浅くなった箇
所では浚渫が行われ、また、護岸
を施工して低水路が形成されまし
た。さらに、車両の通行等によっ
て傷んだ堤防は補修されました。
昭和26年 (1951)に立案され

た改修計画では、荒川放水路の断
面積が不足している箇所の浚渫や、
低水路の拡幅工事が行われました。
さらに、地盤沈下によって高水敷
が低下した箇所の対策も行われま
した。

能力の変化
昭和10年 (1935)～昭和41年

(1966)では、河川改修による断面
積の増加が図られました。その後は、
大規模な河道掘削が行われておら
ず、流水による自然の力を受けて河

荒川放水路の河口部は、長い年月

をかけて徐々に埋め立てが行われ、

放水路の延長が伸びました。

埋め立てられた土地は下水処理場、

かつてのゴミ埋め立て処分場である
夢の島のほかに、貯木場 (新木場 )
や首都高速道路、葛西臨海公園など
に利用され、私たちの生活を支えて
います。

昭和21年 昭和40年 昭和50年 18年

荒川放水路の能力 (鹿浜橋の上流：河口から 19.5km地点 )

で 380mmを超える降雨量とな
り、上流部の三峰山頂 (埼玉県大
滝村 )では総雨量が 497mmに
達しました。これにより、新荒川
大橋でピーク流量が毎秒4,700m3

に達する記録的な洪水となり、普
段は多くの人に親しまれている河
川敷も泥水で覆われました。洪水
時には平常時に水が流れている低
水路だけでなく、高水敷にも洪水
が流れます。
また、荒川放水路には岩淵水門
があり、隅田川の起点となってい
ます。荒川の上流からの洪水が隅

田川に流入すると、河川が溢れて
人的被害や家屋浸水などの洪水被
害が発生する恐れがあります。そ
のため、洪水時には隅田川の起点
である岩淵水門を閉め切り、荒川
上流からの洪水が流入しないよう
にしています。

床が低下したと考えられます。こ
のような経緯によって、現在の荒川
放水路が形成されています。
荒川放水路の洪水を流下させる
能力は、断面積の増加によって増
強されています。平成22年 (2010)
時点における荒川放水路の能力は、
昭和10年時点と比べると、およそ
2倍になっています。
昭和 22年 (1947) 9月のカス

リーン台風来襲時は、堤防決壊は
生じませんでしたが、計画する洪
水の水位を 1m以上も越え、荒川
放水路の能力を超えた危険な状態
でした。現在では、荒川放水路の
能力増強によって、水位を 1.3m
程度下げて洪水を流下させること
が可能となっています。
また、近年の洪水では昭和57年

(1982) 9月、平成11年8月、平成
13年 (2001) 9月、平成19年 (2007) 
9月の洪水が、昭和10年当時の能
力を超えていました。そのため、
荒川放水路の能力増強が実施され
ていなかった場合、これらの洪水
で氾濫する可能性がありました。

(資料：「国土地理院空中写真」より作成 )
平成
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5-2

これまでに荒川放水路が果た

してきた効果を改めて確認するた

め、ここでは、「荒川放水路がな

かったら」という仮想的な設定で

シミュレーションを実施しました。

これにより、大規模な洪水が発生

した場合に、どのような被害が生

じるかを把握しました。

カスリーン台風と
荒川放水路

昭和 22年 (1947) 9月に来襲
したカスリーン台風は、昭和5年
(1930)に完成した荒川放水路が
これまでに経験した中で最も大き

な洪水でした。

旧岩淵水門付近のポールには、

過去の大規模洪水時の水位が示さ

れていますが、カスリーン台風時

の水位はこのポールの一番高い地

点に記されており、その時の最高

水位は 8.60mとされています。

この時の洪水により利根川や荒

川上流部では堤防が決壊し、首都

圏は甚大な被害を受けました。し

かし、荒川放水路では計画する洪

水の水位を 1m以上も上回ったも
のの、決壊することはありません

でした。放水路の東側は利根川か

らの氾濫流が流下してきたために

浸水被害が発生しましたが、放水

路西側では浸水被害が発生するこ

とはありませんでした。

このとき荒川放水路がなかっ

たとしたら、その被害規模はどう

なっていたのでしょうか。

想定する状況

荒川放水路と隅田川の河道断面
仮に放水路がなかったとした

ら、洪水は全て隅田川に流入しま

す。河口からの距離が同じ地点

(10km)における荒川と隅田川の
河道の断面の形を比較してみると、

同じ水位に対する断面積には大き

な違いがあります。

東京の市街地
昭和20年 (1945)の終戦当時、

東京は空襲によって一面の焼け野

原となっていました。カスリー

ン台風来襲時の昭和22年時点に
なっても、建物がほとんど存在し

ていない状況が当時の空中写真か

ら確認できます。

河道から溢れた氾濫水は、建物

がない場所ほど流れやすく、早く

拡散します。空襲を受け焼け野原

となった当時の東京で氾濫が生じ

た場合、その影響は広範囲に及ん

だものと予想されます。

旧岩淵水門付近の水位標柱 最大浸水深の分布 (資料：「国土地理院空中写真」より作成 )

隅田川と荒川放水路の断面の違い
(河口から 10km地点 )

昭和22年の空中写真 (資料：「国土地理院空中写真」に一部加筆 )

シミュレーション結果

浸水状況
カスリーン台風来襲時に荒川放

水路がなかったとしたら、岩淵地

点で隅田川の水位が堤防高を越え、

氾濫が生じます。

浸水域は放水路西側では東京駅

付近まで、東側では途中で止まる

ことなく海まで到達します。浸水

深は、大きいところで 5m以上に
なり、2階建家屋の軒下がつかる
ほどの浸水となります。浸水面積

はおよそ 140km2に達し、現在の

荒川区、台東区はほぼ全域が浸水

します。

想定される浸水被害
鉄道駅や変電所が浸水し、交通

網の寸断や大規模停電の発生など、

日常生活に多大な影響が及んだと

考えられます。

また、特に大きな浸水被害が生

じる隅田川沿川では、極めて多く

の住民が避難生活を強いられます。

さらには、わが国の高度成長を

支えた繊維・化学等の多くの工場

が浸水することから、日本の経済

成長に大きな打撃を与えた可能性

があります。隅田川沿川において

は、水害によるリスクを避けるた

め、これ以後の工場進出が妨げら

た可能性もあります。

荒川放水路がなかったとしたら、

東京のまちの姿や日本の経済発展

は、いまの状況とは大きく違って

いたかもしれません。

※シミュレーション条件について
・シミュレーションでは荒川本川からの洪水流下のみを考慮しており、利根川やその他の河川で生じた氾濫の影響は考慮していません。
・昭和 22 年当時の地盤高は、航空レーザー測量データを基に設定した現在の地盤高に、地盤沈下量の推定値を足し合わせています。

首都圏を守り続けている荒川放水路。
戦後最大の洪水時に放水路がなかったら、どのような氾濫となったのでしょうか。

荒川放水路がなかったら ～昭和22年カスリーン台風～
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5-3

前節では、戦後の復興途上にあ

る東京において、荒川放水路が果

たした効果について考えてみまし

た。ここでは、高度に発展した現

在の首都圏において荒川放水路が

ない状況を想定します。大規模な

洪水が発生した場合にどのような

水害が生じるかをシミュレーショ

ンした上で、荒川放水路が果たし

ている効果について考えます。

想定する状況

首都圏を襲った大型台風
平成19年 (2007) 9月、大型の

台風9号が首都圏を直撃し、浸水
被害や交通機関の混乱が発生しま

した。この時の荒川下流部におけ

る流量は、岩淵水門上流の笹目橋

地点で毎秒4,500m3程度でした。

この台風が荒川にもたらした洪

水は、過去25年間で最大規模のも
のとなりましたが、放水路の周辺

では大規模な水害は生じませんで

した。

荒川放水路がない状況を想定し、

この台風による被害の発生状況を

予測します。

荒川下流部の現状

放水路周辺の地盤高
荒川下流部の地盤高は、下図の

ようになっています。東京は必ず

しも平坦ではなく、皇居や上野公

園以西は地盤が高くいわゆる ｢山

の手｣ と呼ばれる高台に位置して

います。一方放水路周辺は昔から

庶民の暮らす地域ですが、地盤が

低くなっていることから「下町」と

呼ばれるようになったといわれて

います。

また、大正末期から昭和40年
代までに進行した地盤沈下によ

り、放水路周辺の地盤高は最大で

4m以上低くなりました。浸水が 
発生した場合には、かつてと比べ

ると浸水被害がより拡大しやすく

なっているといえます。

都市化の進展
戦後著しい発展を遂げた東京は、

いまや世界有数の大都市となって

います。

東京駅周辺の空中写真を見ると

建物が隙間無く建っている様子が

分かります。河道から溢れた氾濫

水は、建物が密集している場所で

は流れが妨げられるため、建物が

少なかった終戦直後に比べて氾濫

域は広がりにくくなっています。

シミュレーション結果

浸水状況
平成19年9月洪水の際に荒川

放水路がなかった場合にも、カス

リーン台風の場合と同様に、荒川

の洪水が隅田川に流入する岩淵地

点で隅田川の水位が堤防高を越え、

氾濫が生じます。

浸水域は放水路西側では神田川

付近まで、東側では綾瀬川まで到

達します。浸水深は大きいところ

で 4m以上になり、浸水範囲は約
50km2に及びます。

想定される浸水被害
北区や荒川区、台東区では区内

の広範囲にわたり 2m以上の浸水
が発生し、多数の避難民が発生し

ます。都電荒川線や東武伊勢崎線、

北千住駅や南千住駅が浸水するこ

とにより、交通網が寸断され、多

数の帰宅難民が発生します。

また、足立区や荒川区では区役

所が浸水し、区の中枢機能が停止

する可能性があります。これによ

り住民への的確な避難誘導が行わ

れず、行き場を失った住民が避難

所を求めてさまようことも想定さ

れます。

さらには多くの病院・警察署が

浸水するため、救急活動に支障が

出ることに加え、交通網の麻痺に

より、救援物資の供給が滞ること

も想定されます。

この洪水による被害額は約14
兆円と見積もられ、阪神・淡路

大震災の約9兆6千億円を上回り、
東日本大震災に匹敵する損害が生

じると考えられます。

最大浸水深の分布 (資料：「国土地理院空中写真」より作成 )

※シミュレーション条件について
・シミュレーションでは荒川本川からの洪水流下のみを考慮しており、利根川やその他の河川で生じた氾濫の影響は考慮していません。
・地盤高は航空レーザー測量データを基に設定しています。

台風9号来襲時の岩淵水門周辺の様子

東京駅周辺の空中写真 (2006年 )
(資料：「国土地理院空中写真」に一部加筆 )

荒川放水路周辺の地盤高 (資料：「国土地理院デジタル標高地形図」に一部加筆 )

世界有数の大都市であり、多くの資産が集中する現在の東京。
もし荒川放水路がなかったら、どのような氾濫被害が発生するのでしょうか。

荒川放水路がなかったら ～平成19年9月の台風～
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第 章第 6 章
堤防決壊の防止

首都東京を堤防で守る荒川放水路。

堤防強化、高規格堤防によって、水害を未然に防ぎます。

地震に対する周到な備え
地震常襲地帯に位置する日本の国土。

荒川放水路でも地震に備えた対策を進めています。

震災時の復旧ネットワーク整備
首都東京でも発生が予想される大災害。

荒川放水路における水上交通網が大きな役割を果たし

ます。

重要となる防災情報の活用
様々な形で公開される防災情報。

その有効活用により洪水被害を軽減します。

荒川放水路の自然地再生
人工河川の荒川放水路。

これからも多様な生物がすむ空間として保全・再生し

ていきます。

荒川の水環境と水循環
利根川の水の荒川への導水。

武蔵水路によって導水された利根川の水は、

東京・埼玉の水需要と河川の水質浄化を支えています。

快適な河川利用の推進
荒川は人々の関心の的。

心地よく過ごせるために様々な工夫を行っています。

地域や市民との連携の促進
身近になった協働の取り組み。

これからも地域や市民とのコミュニケーションを深め

ていきます。

写真：都市化の進む河川を守りつつ様々な機能を持つ荒川放水路
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6-1

堤防決壊の防止
首都東京を堤防で守る荒川放水路。
堤防強化、高規格堤防によって、水害を未然に防ぎます。

昭和5年 (1930)の完成以来、
80有余年が経過した荒川放水路で
すが、その間に堤防が決壊したこ

とはありません。今後もあっては

ならない堤防決壊に備えて、様々

な取り組みを進めています。

堤防強化対策

河川の堤防は、基本的に土でで

きています。このため、大雨が降っ

たり洪水時に水位が上昇したりす

ると堤防内に水が浸み込み、最終

的には崩れる可能性があります。

堤防強化対策は、堤防に河川水

や雨水が浸み込まないように工事

を行って、堤防の安全性を向上さ

せるものです。天端をアスファル

トで舗装し、街のある川裏側には

吸い出し防止シートを被せ、川の

ある川表側には遮水シートを張る

などの方法で堤防を強化します。

堤防が破壊する仕組み ( 浸透破壊 )

工事中の様子   連節ブロックと土の被覆 堤防強化対策   実施後

堤防強化対策概念図

高規格堤防の概念図

高規格堤防の整備前後

高規格堤防

今までの堤防は、予測を超える

大きな洪水に対応できません。ま

た堤防を高くするほど、堤防が壊

れた時の影響が大きく、洪水被害

は大きくなります。特に、放水路

沿川には莫大な資産や人口が集積

しています。予測を超える大洪水

が発生しても決壊することがなく、

被害を最小限に抑える堤防が高規

格堤防 (スーパー堤防 )です。
高規格堤防は、堤防の高さの約

30倍の幅を持たせた幅広い堤防
で、大地震や水の浸透にも耐えら

れます。また、万一、計画規模を

超える大洪水によって堤防を乗り

越える流れが発生しても、水は斜

面をゆるやかに流れ、決壊による

壊滅的な被害から街を守ります。

さらに、決壊することがないため

に避難地としての高台の役割も担

うことができます。

通常の堤防と異なり、街と川が

区切られることなく堤防の上にも

公園や建物を整備できるため、水

辺への眺望の開けた快適な街づく

りが可能になります。さらに、地

震発生時に液状化による地盤沈下

で堤防が壊れることのないよう耐

震対策を行っており、地盤沈下へ

の対応も兼ねています。

工事中 完成

実施前

実施後
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6-2

地震に対する周到な備え
地震常襲地帯に位置する日本の国土。
荒川放水路でも地震に備えた対策を進めています。

わが国は、環太平洋地震帯に位

置し、地殻変動が激しく地震活動

が活発です。このため、世界で発

生するマグニチュード 6.0以上の
地震の 2割は日本周辺で発生して
いるといわれています。

これまでに発生した地震の際に

河川関連施設でも被害が発生して

いますが、今後発生する地震に対

して十分な安全性を確保できるよ

う、荒川放水路においても対策を

進めています。

阪神・淡路大震災における
河川関連施設の被災

平成7年 (1995)1月17日に発
生した阪神・淡路大震災は、わが

国の震災史に残る極めて甚大な被

害をもたらしました。この地震は

都市の直下で発生したため、その

地震動 (揺れ )によって、家屋の
みならず阪神高速道路の橋脚に代

表される各種の社会基盤施設にも

重大な被害が発生したことが特徴

でした。

大阪市内の淀川では、河口部左

岸の酉島地区において、基礎地盤

の液状化によって堤防の天端が

最大で 3mも沈下しました。ま
た、これを含む 19箇所の延長約
5.7km区間において、沈下や亀
裂等の被害が発生しました。

阪神・淡路大震災は、たまたま

発生したのが 1月で、洪水が発生
する時期ではありませんでした。

しかし、もし台風が接近している

時に地震が発生し、こうした堤防

の損傷が発生すると、そこから洪

水が溢れ出し、大規模氾濫につな

がる可能性があります。このため

河川の堤防は、地震に対しても十

分な強度を確保する必要のあるこ

とがあらためて認識されました。

堤防の耐震対策

阪神・淡路大震災以前には、特殊

な条件下に設置された堤防を除い

て地震に対する特別な対策は実施

されてきませんでしたが、阪神・

淡路大震災における堤防の被災を

踏まえて、全国で堤防の耐震対策

が進められています。

堤防の耐震対策を進めるにあ

たっては、ボーリング調査等に

よって堤防や高水敷の基礎地盤の

状況を把握したうえで、地震に対

する安全性を評価します。地震に

対する安全性が十分でないと判断

された箇所については、すべり破

壊の防止対策や液状化防止対策等

の耐震対策が実施されます。

荒川放水路区間では、耐震性の

点検結果に基づいて順次対策を実

施してきました。この結果、発生

する確率が高いと考えられる規模

の地震動 (中規模地震 )に対して
は、安全性が確保されている状況

にあり、平成23年 (2011) 3月に
発生した東日本大震災の際にも、

治水機能に影響を与えるような被

害はみられませんでした。

荒川放水路において実施した堤防耐震対策の例

阪神・淡路大震災で沈下した淀川の堤防
 　 (写真提供：朝日新聞社 )

地震時にも確実に機能する必要のある河川構造物

首都直下地震
Column

内閣府では、首都圏においてマ

グニチュード (M)7クラスの地震

が今後30年以内に発生する確率を、

70% 程度と推定しています。

この首都直下地震を起こす要因と

しては、東日本大震災と同じプレー

ト型の地震、阪神・淡路大震災と同

じ活断層型の地震の、いずれの可能

性もあります。このうち、プレート

型地震のひとつとして予測されてい

る「東京湾北部地震 (M7.3)」が発生

した場合の震度分布は図のように推

定されており、荒川下流部を含む首

都圏の広い範囲で震度6強の揺れとな

ると予測されています。この場合、状

況によっては約85万棟の建物が全壊

または火災焼失するほか、死者数は約

11,000人に上り、被害額は約112兆

円に達すると推定されています。

こうした地震に対応するため、首

都中枢機能の継続性の確保や、膨大

な被害に対応するための対策が進め

られつつあり、減災目標を定めた地

震防災戦略が政府によって策定され

ています。 東京湾北部地震の想定震度分布
（出典：首都直下地震対策専門調査会報告）

河川構造物の耐震対策

排水機場は、洪水の際に堤内地

側に溜まった水を河川に排水する

機能を担っており、低平地の多い

荒川沿川では、なくてはならない

施設です。また、水門は洪水の逆

流を防止する機能を有している場

合が多く、洪水時には確実にゲー

トが閉鎖する必要があります。

こうした施設が地震によって機

能しなくなると、洪水時に低平地

からの排水や逆流防止ができなく

なり、堤内地側で氾濫が発生して

しまいます。

阪神・淡路大震災以降、治水上

重要な施設では、将来にわたって

考えられる最大級の強さをもつ地

震動に対しても確実に施設が機能

するよう、耐震対策が進められて

います。

荒川下流部でも、綾瀬水門を手

はじめとして、平成23年度（2011）
に耐震対策に着手しました。
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6-3

震災時の復旧ネットワーク整備
首都東京でも発生が予想される大災害。
荒川放水路における水上交通網が大きな役割を果たします。

東日本大震災および阪神・淡路

大震災では陸上交通の寸断を目の

当たりにしましたが、河川舟運は

緊急時における機械・資材・人員の

搬入搬出活動に対して十分な効果

が期待できます。

荒川では、河口から秋ヶ瀬取水

堰まで船舶の航行が可能であり、

河口から埼玉県内まで連続した

オープンスペースがあるという特

徴を活かして、震災時の復旧ネッ

トワークの整備を進めています。

リバーステーション

リバーステーションは、大規模

災害が発生した場合に被災した河

川堤防を復旧するための建設機械

や土砂等の資材の運搬、また被災

者への救援物資 (水・食料品・医薬
品など )の運搬を、河川敷に整備
された緊急用河川敷道路と連携し

て機動的に行うための拠点として

整備されています。荒川沿川では、

主要国道および環状7号線等の主
要都道とのアクセス、荒川を横断

する鉄道路線 (計画も含む )の駅
からのアクセスを考慮しつつ、12
カ所のリバーステーション (船着
場 )を計画しており、既に 9箇所
が完成しています。

新田リバーステーション 浮間防災ステーション

緊急用河川敷道路

荒川ロックゲート

荒川で定めた 5つの特定区域

荒川を軸とした舟運ネットワーク

緊急用河川敷道路

緊急用河川敷道路はリバース

テーション等と接続し、地震等の

災害時の物資輸送路になります。

平常時は散策、ジョギング、サ

イクリングなど多くの方に利用さ

れています。

防災ステーション

水害や地震など災害時の復旧

活動の拠点となる防災ステーショ

ンを整備しています。「河川防災

ステーション」は、災害時に緊急

復旧活動等の拠点となるものです。

洪水時に周辺の土地が浸水した場

合でも、緊急復旧活動を行うこと

ができるよう高く盛土し、水防活

動や緊急復旧活動に必要な資機材

の備蓄、ヘリポート、作業ヤード

等に利用されます。

荒川ロックゲート

荒川ロックゲートは、水面の高

さが異なる荒川放水路と旧中川を

船が通航できるようにする施設

(閘門 )で、平成17年 (2009)10
月に完成しました。荒川ロック

ゲートを使うことによって、荒川

と江東デルタ地域の間を船で通航

することができます。

例えば、地震災害時に放水路側

から緊急支援物資を江東デルタ地

域に運びこむことや、逆に江東デ

ルタ地域に取り残された帰宅困難

者を放水路側へ運んでリバース

テーションで降ろしたりすること

が可能となります。

航行ルール「船舶の通航方法／河川航行情報図」

荒川では、秩序ある河川使用

の調整、河川環境の保全等のため、

平成13年 (2001)4月に、全国に
先駆けて河川法に基づく通航方法

を定め、5種類の特定区域を設定
しました。

また、船舶が河川を安全に航行

する上で必要となる情報を、全国

で初めて河川航行情報図としてと

りまとめ、平成18年 (2006)2月
から公表しています。

今後の震災時の荒川の利活用に向けて

荒川の河川敷は、沿川自治体に

より避難場所として指定されてお

り、大規模震災発生時には、東京

都だけでも最大約60万人の人々
が避難すると想定されています。

一方で、荒川の緊急用河川敷道

路やリバーステーションは東京都

等の地域防災計画に記載されるな

ど、緊急輸送路としての役割を担

うこととなっています。

しかし、このような施設はその

使い方についての明確なルールが

ないため、適切な活用がなされな

いことが予想されます。そのため、

大規模震災時に、荒川の防災施設

の活用が想定される機関が、各施

設を有効に活用し、緊急輸送や

災害復旧等、災害時に迅速な対応

ができるように、①個別施設の利

用方針計画、②個別施設の利用マ

ニュアル、③施設利用を調整する

機能及び情報共有機能について沿

川市区、消防、警察、自衛隊と一

緒に検討・調整を進め、調整が整っ

た部分から運用を開始していきま

す。

荒川河口部の風向き
Column

荒川河口部の風向は季節により変

化しています。これは季節風の影響

によるものであり、一般的に冬は北

西方向からの強い風が、夏には南東

方向からの風が吹きますが、実際に

観測される風は地形等の影響を受け

るため、必ずしも冬に北西、夏に南

東とはなりません。

荒川河口に近い江戸川臨海観測所

における風は、冬に南方向、夏に北

北西方向が卓越しています。荒川河

口部では川がほぼ南北方向に流れて

いますが、夏、冬ともに川を吹きぬ

ける方向に風が吹くため、川の中で

波が発達しやすくなっています。こ

のことは舟運にも少なからぬ影響を

与えています。

荒川河口に近い「江戸川臨海」観測所における風向の発生割合 (2010年 )
(資料：「気象庁データ」より作成 )
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6-4

携帯ハザードマップ

流域の自治体が整備している

洪水ハザードマップを基に、携帯

サイトでハザードマップが提供さ

れています。お住まいの地域別に、

洪水氾濫が発生した場合に想定さ

れる浸水深や周辺の避難場所等を

確認することができます。

重要となる防災情報の活用
様々な形で公開される防災情報。
その有効活用により洪水被害を軽減します。

荒川下流部の多くは川の水面よ

り低い位置にあり、過去に何度も

大洪水の被害を体験してきました。

堤防や護岸の整備などの治水対策

が行われていますが、まだ十分で

はありません。洪水発生時に被害

が拡大することがないよう、ハー

ドだけでなくソフトな対応が重要

です。

荒川下流部で想定される
大規模水害リスク

堤防整備等の治水対策の着実な

推進により、河川氾濫や高潮によ

る被害が減少している一方で、そ

のことが国民の水害に対する意識

低下を招き、大規模水害に対する

備えや認識を不足させる原因と

なっています。

このような状況の中、近年、地

球温暖化による大雨の発生頻度の

増加や海面水位の上昇等により、

河川氾濫等の頻度や規模の増大に

よる壊滅的な被害の発生が懸念さ

れています。

内閣府が設置した「大規模水害対

策に関する専門調査会」の試算によ

れば、約200年に一度の発生確率
の洪水時に、荒川下流部の排水施

設が稼働しない場合、江東デルタ

地域では広い範囲で 2週間以上の

浸水継続が想定されています。ま

た、地下鉄17路線、97駅、延長
147kmの浸水が想定され、孤立
者数は最大約80万人にも達する
とされています。

ハザードマップ

荒川沿川の住民にとって、洪水

時に円滑かつ迅速に避難するため

に、自分が住んでいる土地の浸水の

危険性や避難方法を普段から頭に

入れておくことは大切なことです。

荒川下流部では、国土交通省荒

川下流河川事務所が作成した「荒

川浸水想定区域図」に基づき、沿

川の市区が洪水ハザードマップを

作成して公表しています。

このハザードマップには、氾濫

シミュレーションの結果をもとに

想定される浸水区域、浸水深や避

難場所、避難経路が図示されてい

ます。

水防法が平成13年 (2001)に
改正され、浸水が想定される区域

の公表や避難場所の住民への周知

等が明文化されており、今後この

ような取り組みの充実がますます

必要となってきています。

なお、荒川からの氾濫によっ

て浸水すると想定される 18市区
のハザードマップについては、次

ページをご覧下さい。

ゲリラ豪雨の実況監視の強化
Column

近年、局地的な大雨や集中豪雨が

頻発しています。集中豪雨による被

害を軽減するため、ゲリラ豪雨の監

視および迅速な現況把握、今後の雨

雲の動きなどの情報提供が求められ

てきました。

国土交通省では、従来型レーダー

(Cバンドレーダー )ではとらえるこ

との出来なかった局地的な豪雨につ

いても、詳細かつリアルタイムでの

観測が可能な、XバンドMPレーダー

を新設し、ゲリラ豪雨の実況監視を

強化しています。

XバンドMPレーダーは、現況の

XバンドMPレーダーへのアクセスはこちらから。  http://www.river.go.jp/xbandradar/top/index.html

防災意識向上のための
取り組み

まるごとまちごとハザードマップ

まるごとまちごとハザードマッ

プは、街角の電柱に「想定浸水深」

や「避難場所」等を表示するもので、

日頃からの防災意識の向上に役

立っています。北区及び葛飾区で

実施しています。

DVD「荒川氾濫」
荒川下流部において洪水氾濫

が起こった場合の被害の状況や公

共交通機関等への影響を、リアル

な映像を通して地域住民に周知し、

防災意識の向上を図るため、フィ

クションドキュメンタリーDVD
「荒川氾濫」を製作・公表しています。

このDVDは自治体が主催する

講演会やイベントにも活用されて

います。

ARAメール
局地的集中豪雨 (ゲリラ豪雨 )
や台風の接近・上陸に伴う洪水発

生が懸念される場合に、地域住

民の方々が安全に行動できるよ

う、荒川の水位や雨量情報を携帯

電話に送信する、事前登録型雨量

水位情報メール配信システムが、

「ARAメール」です。
ユーザー登録は無料ですが、登

録、情報の受信に要する通信料は

利用者の負担になります。

荒川水系 荒川浸水想定区域図

「想定浸水深」の表示 (葛飾区 )

氾濫シミュレーション (銀座付近 )

堤防決壊のシミュレーション

従来型レーダーとＸバンドＭＰレーダーの雨量等把握の比較

雨量情報から、強い雨域がどこで、

どの範囲で発生しているかを判別で

きるとともに、強い雨域がどちらに

向かっているのかを推測することが

可能となります。

同じ場所で比較

従来型レーダー ＸバンドＭＰレーダー

観測精度

16倍

5倍
観測間隔
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荒川が氾濫した場合、
どの場所に、どのように避難したらよいか確かめましょう。

荒川が氾濫すると、荒川から遠く離れた地域まで広範囲にわたり浸水

する可能性があります。そのため、東京都と埼玉県の合わせて 6市12
区で洪水ハザードマップが作成・公表されています。

国土交通省では、ハザードマップポータルサイトを開設し、全国の洪水、高潮、津波、

土砂災害、火山ハザードマップの公表を行っています。アクセスはこちらから。

http://disapotal.gsi.go.jp/

蕨市

戸田市

板橋区

北区

台東区

千代田区 中央区

葛飾区

八潮市

草加市

荒川区

港区 江東区

墨田区

足立区

川口市鳩ヶ谷市

江戸川区

もっと知りたい方へ
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6-5

人工河川の荒川放水路。
これからも多様な生物がすむ空間として保全・再生していきます。

荒川放水路の自然地再生

自然地へ向かう人工物～森・川・海での代表例～
Column

人工的に作られたものが自然へと

向かう状況は都内でもいくつか見ら

れます。人工的に掘削した荒川放水

路は、長い時間を経て多様な動植物

の生息・生育に適する自然地へと変

化してきており、川における代表例

といえます。

森における代表例としては、神宮

の杜が挙げられます。うっそうと

茂る樹木は、一見すると自然林のよ

うに感じますが、もともとは荒れ地

でした。大正4年 (1915)に開始さ

れた造営により全国から集められた

様々な樹木が植えられ、90年以上

たった今では約250種類、17万本

の木々が茂る都市の中の貴重な緑地

となっています。

海における代表例に、「葛西臨海

公園」とその沖に位置する干潟の「西

なぎさ・東なぎさ」があります。1980
年代に埋め立てられたこの場所は、

東京湾の生態系の復元を目指して作

られ、平成元年 (1989)に開園しまし

た。20数年がたったいま、東なぎさ

では絶滅危惧種となっているトビハ

ゼの生息も確認されています。

開削当初、人工的な河川であっ

た荒川放水路は、地盤沈下や浸食、

堆積などにより長い年月をかけて

多様な自然環境を有する河川とな

りました。

平成8年 (1996)には、「荒川将
来像計画」が策定され、荒川放水路

の自然環境を保全・再生する様々

な取り組みが進められています。

自然に向かう荒川

現在の荒川放水路には、水辺に

はヨシ等の植物が生え、カルガモ

やオオヨシキリが繁殖し、草原に

はバッタやチョウ、トンボ等の昆

虫類等や、ネズミ、カエル、ヘビ

等の小動物、コミミズク等の鳥類

が見られます。また、水域にはハ

ゼやコイ等の魚類、干潟にはゴカ

イやカニ等がそれぞれ生息してお

り、多様な生き物の生育・生息空

間になっているといえます。

国土交通省が実施している「河川

水辺の国勢調査」の調査結果を見て

も、荒川放水路に棲む生き物が多

様であることがよく分かります。

荒川放水路の
自然地再生の取り組み

荒川放水路において、特に重要

な生物の生息環境と位置づけられ

るものは、干潟とヨシ原です。こ

れらの 2つの環境については、積
極的に保全や再生の取り組みが進

められています。

ヨシ原の再生
荒川放水路では、船が通るとき

に川岸に寄せる波 (航走波 )によっ

て、岸が削られ、水際のヨシが少

なくなっている部分があります。

小松川自然再生事業では、波を

弱くする対策を行うことで、ヨシ原

の保全と再生を図ったところ、魚や

底生動物なども以前より多くの種

類が見られるようになりました。

また、航行ルールをつくり、ヨシ

原が連続している場所は「減速区

域」と位置づけ、自然環境に影響

を及ぼさないように減速する区域

を示す標識を掲げるなど、船に対

しても注意を呼びかけています。

対策後 (平成20年8月 )

干潟工事開始前

1年後 (平成19年9月 )

荒川下流部で最初に完成した自然再生
の実施個所「五反野ワンド」

対策開始 (平成16年3月 )

荒川放水路に棲む生き物の種類の推移  （河川水辺の国勢調査より作成）

船が通るときに川岸に寄せる波 (航走波 )

干潟の再生
荒川放水路で河口の埋め立てが

始められる前には、河口部に広大

な干潟がありました。近年、地元

の市民からかつての干潟を復活さ

せて欲しいという要望が出された

ことをきっかけに、荒川下流河川

事務所では、干潟の再生事業を行

い、平成18年 (2006)に新砂干潟
が完成しました。

現在は市民団体による漂着ゴミ

の清掃や自然観察会が行われてい

ます。

今後の自然地管理に
向けて

荒川下流部では、このように自

然地再生の取り組みを進めていま

すが、自然地として整備した後の

維持管理が行われていないため、

植生の単調化や外来種の拡大、漂

着ゴミの堆積や不法居住などの新

たな河川管理上の課題が顕著化し

てきています。

そのため、現存する自然地や自

然再生地の環境・管理目標を設定

するとともに、目標達成に向けた

「地域住民と協働体制」を確立する

ことが課題となっています。

荒川下流部に棲む生き物たち

ヨシ

コミミズク

ヒヌマイトトンボ

うっそうと茂る神宮の杜

葛西臨海公園にある人工干潟

ヒメガマ

オンブバッタ

トウキョウダルマガエル

オオヨシキリ

モンキチョウ

ヤマトオサガニ



目次 目次

第
1
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章

第
5
章

第
6
章

巻
末
資
料

荒
川
放
水
路
変
遷
誌

76

荒川放水路のいま

江
戸
の
く
ら
し
と
荒
川

求
め
ら
れ
た

荒
川
放
水
路

荒
川
放
水
路
の
掘
削

都
市
復
興
と

荒
川
放
水
路

荒
川
放
水
路
が

果
た
し
て
き
た
効
果

荒
川
放
水
路
の
い
ま

巻
末
資
料

荒
川
放
水
路
変
遷
誌

77

6-6

荒川の水環境と水循環
利根川の水の荒川への導水。
武蔵水路によって導水された利根川の水は、
東京・埼玉の水需要と河川の水質浄化を支えています。

昭和30年代以降、首都圏では
経済成長に伴う人口の増加や生活

様式の多様化により、水道用水の

需要が著しく増加しました。これ

に加え、荒川、隅田川では水質悪

化が深刻化していました。そこで、

利根川からの水を荒川で利用する

ため、武蔵水路が建設されました。

利根川からの導水によって、東

京・埼玉の水供給は安定したもの

となり、隅田川では水質が改善さ

れています。

武蔵水路

武蔵水路は利根導水路事業の一

環として建設された、利根川と荒

川を結ぶ延長14.5kmの水路です。
東京オリンピックを目前に控え

た昭和39年 (1964) 1月に着手さ
れ、昭和42年 (1967)に竣工して
います。

武蔵水路は、利根大堰で取水し

た水を、東京都と埼玉県の都市用

水として活用するため、荒川へ導

水しています。導水した水は、下

流の秋ヶ瀬取水堰などで取水され、

東京都の朝霞浄水場や埼玉県の大

浄化導水事業

荒川の水環境は、下水道整備を

始めとする種々の施策によって

徐々に改善されてきたものの、荒

川に流入してくる支川の水環境は

十分とはいえません。

そこで、綾瀬川や芝川、菖蒲川、

笹目川等では、清流ルネッサンス

21※1(水環境改善緊急行動計画 )
が策定され、その一環としてこれ

らの河川の上流に荒川の水を導水

する事業が実施されています。

綾瀬川・芝川等浄化導水事業は、

「綾瀬川清流ルネッサンスⅡ」「芝

川・新芝川清流ルネッサンスⅡ」、

菖蒲川・笹目川等浄化導水事業は、

「菖蒲川・笹目川清流ルネッサンス

Ⅱ」の一環で水環境の改善を図っ

ています。

綾瀬川・芝川等浄化導水事業
延長約16kmの導水管によって
荒川の水を綾瀬川、伝右川※2、毛

長川、芝川の 4つの河川に導水す
る事業です。4つの河川に合計で
毎秒3m3の水を導水し、水質の改

善及び水量の確保を図っています。

武蔵水路 秋ヶ瀬取水堰
(写真提供：独立行政法人水資源機構導水総合事務所 )

利根導水路用水系統模式図
(資料：「独立行政法人水資源機構利根導水総合事業所提供図」より作成 )

大久保浄水場 (写真提供：埼玉県企業
局埼玉県大久保浄水場 )

15 年連続全国水質ワースト 1 を
記録したことがある綾瀬川

導水ルート図 (綾瀬川・芝川等浄化導水事業 ) 導水ルート図 (菖蒲川・笹目川等浄化導水事業 )

綾瀬川・芝川導水路
（鉄道一体区間）概念図

久保浄水場などへ送られています。

現在では、東京都水道局の約4割、
埼玉県水道局の約8割の給水エリ
アに水道用水を送水しています。

また、武蔵水路では、荒川水系

の水質改善のための浄化用水も導

水しています。浄化用水は、秋ヶ

瀬取水堰から朝霞水路を通じて新

河岸川へ流れこみ、下流の隅田川

の水質改善に役立っています。

昭和40年代後半以降、隅田川
の水質は徐々に改善され、現在で

は基準地点の BODで環境基準値
5mg/ℓ程度まで向上してきてい
ます。流域の下水道整備と一体と

なった浄化用水の導水により、水

質改善が進んでいるといえます。

また、綾瀬川・芝川等浄化導水

事業は全国初の試みとして、地下

鉄 (埼玉高速鉄道 )と共同で整備
しており、トンネルの上部を地下

鉄として、下部を河川の導水路と

して利用しています。

菖蒲川・笹目川等浄化導水事業
延長約5kmの導水管によって、

荒川の水を菖蒲川、笹目川、上戸

田川の 3つの河川に導水する事業
です。3つの河川に合計で毎秒約
1.4m3の水を導水し、水質の改善

及び 水量の確保を図ります。
菖蒲川・笹目川等浄化導水事業に

は太陽光発電、風力発電がメニュー

として含まれています。発電され

た電力は、浄化導水に必要な制御

装置など、常時電力が必要とされ

ている施設に供給され、万一、東京

電力からの供給がストップした場

合であっても、発電により電力を

供給することができます。

※1  清流ルネッサンス 21( 水環境改善緊急行動計画 )：水質汚濁が著しく、生活環境の悪化や上水道への影響が顕著な河川・湖沼・ダム貯水
池等において、水質改善に積極的に取り組んでいる地元市町村等と河川管理者、下水道管理者及び関係機関が一体となって、水環境改
善事業を総合的、緊急的かつ重点的に実施することを目的としたアクション・プログラムです。

※２ 伝右川上流部の廃川に伴い、現在は伝右川への直接放流は行なっていません。

浄化導水事業の効果

ヘドロの除去、下水道整備や事

業系汚濁対策事業、浄化槽設置

整備事業や地域の取り組みな

どの諸施策と、浄化導水事業の

効果をあわせて、BOD5mg/ℓ

以下等の水質の改善を目指し

ています。

下水道整備の進展などにより、

河川の水量は減り続け、川の

流れが失われつつありました。

そこで荒川の水を導水するこ

とにより、流れのある川らしさ

を復活させようとしています。
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6-7

快適な河川利用の推進
荒川は人々の関心の的。
心地よく過ごせるために様々な工夫を行っています。

荒川放水路は、東京区部最大の都市計画緑地
Column

人工的につくられた荒川放水路は、

都市計画上は都市計画施設の中の、

「緑地」として分類されています。

荒川放水路が緑地として都市計

画に組み込まれたのは、昭和7年

(1932)10月に始まる「東京緑地計

画」においてでした。計画の骨格で

ある環状緑地帯の、東京東部地区の

主要部分を担う位置を占めました。

現在の荒川下流部の河川空間は、

総面積約1,664ha( 平成19年度末 )

であり、これは沿川の 2市7区の都

市公園面積約1,608ha( 平成21年

度末 )に相当する広大な面積である

といえます。

また、荒川放水路周辺には、現在

の隅田川の水を池に利用した「あら

かわ遊園」や、もともと隅田川の本

流であった部分を河川改修して残っ

た池がある浮間公園など、放水路や

隅田川との関わりが深い公園も点在

しています。

かつては隅田川の本流であった浮間公園

人口密集地域を流れる荒川

下流部の河川空間は総面積約

1,664ha(平成19年度末 )であり、
東京東部地域の最大のオープンス

ペースとなっています。

その中では様々なスポーツや自

然との触れ合い活動などが営まれ

ています。

市民に親しまれている
荒川下流部

河川水辺の国勢調査 (河川空
間利用実態調査 )の結果によれば、
荒川下流部における平成18年度
(2006)の年間利用者総数 (推計 )
は約1,598万人であり、東京都の
人口 (約1,300万人 )より多い人
が訪れている計算になります。

また、荒川下流部の自然あふれ

る広大な空間を背景に、数十キロ

に及ぶ緊急用河川敷道路を活用

した「板橋 Cityマラソン (東京・
荒川市民マラソン )」は、毎年約
15,000人が参加する本格的な市
民マラソンとして地域の人々に親

しまれています。

多様な利用に応える荒川下流部

荒川下流部では広大な高水敷を

背景として様々な利用がなされて

きました。運動場では、野球、サッ

カー、ゲートボールなどが行われ

ているほか、ゴルフ場もあり、都

市域の河川敷でのスポーツ利用の

要請が多いことを物語っています。

また、自然系の利用としては、

散策や公園・緑地等の利用が挙げ

られ、都市域に不足しがちな憩い

の空間としての活動や、自然観察

や環境学習、草摘み、虫取りなど

の自然地を活用した活動がなされ

ています。

福祉の荒川づくり

荒川の水辺に近づくためには、

高さ約10mもの堤防を上り下り
する必要があり、その移動経路と

なる坂路が急であったり、階段に

も手すりが設置されていないなど、

高齢者や障害者にとっては利用し

づらいものでした。

そこで、平成9年 (1997)に「福
祉の荒川づくり計画」を策定し、

多くの人にとって利用しやすいス

ロープ、階段、休憩施設、トイレ

などの設置を進めてきました。

整備された場所は、「荒川なん

でもマップ」にてご覧頂けます。

河川敷利用ルール

様々な形で利用されている荒川

下流部ですが、近年の利用者の増

加に伴い、高速自転車と歩行者の

接触事故、草地でのゴルフの練習

等の危険行為、散策時の犬の放し

飼いやフンの放置など、マナーの

悪化などが問題になっています。

このため、沿川市区において、

統一した河川敷利用ルールを作成

し、看板やチラシ、マスコミへの

情報提供などの周知活動を実施し、

平成22年 (2010) 4月より運用を
開始しています。

ホームレスへの対応

河川敷は、洪水時には水が流れ

人命にかかわる危険な場所となる

にもかかわらず、河川敷に居住す

るホームレスの数が都市公園に次

いで多いのが現状です。

荒川下流部のホームレスにつ

いては、全国的にホームレスが減

少している中、横ばい傾向にあり、

河川管理上、好ましくない状況に

あります。

このような状況を解消するため

に、ホームレスへの合同巡視を夏

と冬の年2回行い、警告・指導を強
化しています。

緊急用河川敷道路上の標識

板橋 Cityマラソン
（東京・荒川市民マラソン )

荒川下流部高水敷の占用状況の変遷

野球 サッカー 花火

ホームレスへの合同巡視

荒川下流河川敷利用ルール

「荒川なんでもマップ」へのアクセス方法

自転車はいつでも止まれるス
ピードで走行すること。( 目安
として時速20km 以下 )
ゴルフの練習は行わないこと。
( 素振りを含む )
22時以降は音の出る花火はし
ないこと。
他の者に迷惑をかける騒音は
出さないこと。
ラジコン飛行機は飛ばさない
こと。(ヘリコプターを含む )
犬のリードは離さない・フンの
放置はしないこと。
ゴミの不法投棄はしないこと。
バーベキュー・たき火等の火気
を使用しないこと。
自動車及びオートバイ等は河
川敷道路等への進入はしない
こと。( 許可車両を除く )

ただし、上記9項目のほか明らかに他
の利用者に迷惑を及ぼすと認められる
行為についても禁止します。

( 荒川下流河川敷利用ルール検討部会 )
荒川下流河川事務所・江東区・江戸川
区・葛飾区・墨田区・荒川区・足立区・北
区・板橋区・川口市・戸田市 )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

荒川下流河川事務所WEBサイト「荒川なんでもマップ」URL

http://www3.ktr.mlit.go.jp/arage/itgis/nandemomap/map.cgi

「荒川なんでもマップ」トップページ

荒川なんでもマップ 検索検索検索

パソコンをお持ちの方は、上記の URLを入
力するか、検索ボックスに「荒川なんでも
マップ」と入力してください。

昭和42年 (1967) 昭和49年 (1974) 平成22年（2010）
施設数 占用面積 (ha) 施設数 占用面積 (ha) 施設数 占用面積 (ha)

運動場 26 72.3 28 70.3 10 55.8
ゴルフ場 4 199.4 4 135.4 3 81.4
公園・緑地 3 76.2 19 126.4 46 231.1
自動車教習場 2 3.6 0 0 2 1.5
合計 35 351.5 51 332.1 61 369.8
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6-8

地域や市民との連携の促進
身近になった協働の取り組み。
これからも地域や市民とのコミュニケーションを深めていきます。

社会情勢の変化や地域社会の

ニーズに的確に対応した計画・整

備・維持管理を行なっていくため

には、地域や市民との連携・協働

が不可欠です。そのために、荒川

下流部では様々な取り組みが行わ

れています。

荒川クリーンエイド

荒川下流河川事務所管内の堤

防天端や小段等は兼用道路として、

高水敷は公園・運動場等として多

くの人々に利用されている反面、

ゴミ等の投棄が非常に多いことが

問題でした。そのため、河川巡視

の強化や堤防敷清掃、不法投棄物、

漂着ゴミ等の処理などをこれまで

行ってきました。

平成6年 (2004)には、荒川放
水路の通水70周年を記念して、市
民が荒川の一斉清掃をする「荒川

クリーンエイド」の取り組みを始

めています。対象箇所は、荒川の

本川および支川の三十数カ所 (2
市9区：川口市、戸田市、板橋区、
北区、足立区、葛飾区、墨田区、江

東区、江戸川区、荒川区、台東区 )
であり、平成6年には 2,600名だっ
た参加者が近年は約1万人超と
なっています。

クリーンエイドでは、荒川の河

川敷や水辺に落ちているゴミを種

類別に集計しながら収集していま

す。これにより、ゴミがどのよう

にして捨てられ、それをなくすた

めにはどうすれば良いかについて、

市民参加で一緒に行動し、一緒に

考えようというコンセプトで続け

られています。

水辺の楽
がっ

校
こう

「水辺の楽校プロジェクト」は水

辺を活かした、自然観察、水質調

査、ゴミ拾い、水遊びなどの活動

を支えるものです。地域の学校や

市民団体、自治体、国土交通省が

力を合わせた連携体制を構築して

います。これまで荒川下流部では、

3地区が登録を受けています。

荒川市民パトロール隊

「荒川市民パトロール隊」は、市

民が自然観察・スポーツ・散策など

で荒川を訪れた際に気がついたこ

とを、荒川下流河川事務所へ連絡

してもらう制度です。

都市の貴重な空間である荒川に

対して幅広い市民により多くの興

味を持ってもらうとともに、良好

な河川管理を市民と連携して行う

ために平成16年（2004）3月から
スタートしました。特別な権限や

義務はなく、「荒川に関心があり無

報酬で活動できる 20歳以上」の方
であればどなたでも参加できます。

隊員から寄せられた情報は関

係機関との協議、注意看板の設置、

監視体制強化と、その対策検討の

参考としています。

荒川市民カメラマン

荒川市民カメラマンとは、洪水

時における荒川の状況を記録する

ため、自宅など日常生活で観察で

きる場所から写真撮影するボラン

ティアのことです。

提供された写真については、荒

川の河川管理や現場状況を把握す

るための基礎資料として活用する

とともに、「高水速報」などの公表

資料として活用されます。

荒川知水資料館(アモア)

荒川知水資料館（アモア）は、

荒川流域の人と情報の交流、また

北区における河川公園管理の拠点

として平成10年（1998）3月に開
館しました。

アモアには開館以来、年間約

65,000人の来場者があり、子供た
ちの総合学習にも役立っています。

また、平成23年（2011）4月よ
り地域に密着した施設運営を行う

ために、ボランティアによる施設

運営を開始しています。

荒川市民パトロール隊募集パンフレット

年間1万人以上が参加する荒川クリーンエイド
（写真提供：NPO法人 荒川クリーンエイド・フォーラム）

荒川市民会議

魚の観察やボート体験

荒川クリーンエイド活動の参加者数の推移

荒川知水資料館 (アモア )

アモアでの社会科見学

荒川市民カメラマン募集パンフレット

市民の力で守られる「サクラソウ」
Column

かつて荒川沿川の低地にはサクラ

ソウの名所があり、例えば、尾久の

原、浮間ヶ原、戸田原、野新田など

では、江戸市内から多くの人々が花

見に訪れていたという記録が残って

います。

往時の荒川沿川に大群落をつくっ

たサクラソウも、荒川周辺の市街化

や荒川放水路の開削工事によって

次々と消滅し、下流部での自生地は

完全に消滅してしまいました。

このうち、浮間ヶ原のサクラソウ

が全国的に知られるようになったの

は、江戸幕府の初期のころです。徳

川家康は江戸に居城を構えてから、

しばしば浮間ヶ原に鷹狩りに出かけ

ました。その折、名も知れぬ雑草の

中に混じってひっそりと咲いている

サクラソウの可憐さに心をひかれ、

持ち帰って鑑賞したのが始まりであ

ると言われています。

現在、浮間ヶ原では、浮間桜草保存

会の手によってサクラソウの栽培が

行われ、昔の姿を今に伝えています。

浮間ヶ原桜草圃場のサクラソウ
（写真提供：浮間ヶ原桜草圃場）

4つの運営原則
それぞれの自由な立場で自由
な発言を行う
互いの発言を尊重し合うこと
お互い真摯に納得のいくまで
議論を行う
荒川のより良い将来を実現す
るために、善意に基づき発言し
行動する

1

2

3

4

下平井水辺の楽校 (江戸川区 )

北区・子どもの水辺 (北区 )

川口市荒川町・水辺の楽校 (川口市 )

荒川市民会議

荒川放水路の将来の望ましい姿

とその実現に向けた取り組みを示

した「荒川将来像計画」の策定を受

け、市民との協力のもと計画の実

現に向けた話し合いを行う場とし

て平成9年 (1997)に「荒川市民会
議」が設立されました。

荒川市民会議は、荒川沿川の 2
市7区ごとに、一般公募の市民と
自治体職員、荒川下流河川事務所

職員により 4つの運営原則に基づ
き運営されています。
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荒川流域の成り立ち
秩父山地の清流としてはじまる荒川。

埼玉・東京の平野を緩やかに流れて海へと注ぐ荒川は、その流域に

多くの特徴を持っています。

荒川放水路開削以前の姿
明治44年に着手された荒川放水路開削。

この変遷誌 ( 本誌 )で取り扱った事柄を開削前の地図に示します。

荒川放水路周辺の現在の姿
人の手により開削された荒川放水路。

沿川は高度に都市化され、都市の中に残る貴重なオープンスペー

スとして荒川放水路は機能しています。

荒川放水路の事業年表
荒川放水路事業の着手は今から 100年前の明治44年。

この 100年間に、荒川放水路は様々な出来事を経験してきました。

引用文献
荒川放水路変遷誌の作成のために引用した文献を掲載しています。

基礎知識
荒川放水路変遷誌に出てくる言葉の解説です。

河川に関する一般的な言葉の解説や、荒川放水路に関わりの深い

事項について紹介します。

荒川放水路に関わりの深い首長からのメッセージ
東京都知事、および荒川放水路に関わりの深い 2市9区の首長より、

荒川放水路への思いと期待について寄稿文を頂きました。

荒川下流河川事務所の概要
荒川下流河川事務所は、放水路事業に着手された明治44年に荒川

改修事務所として設立。

荒川下流部の河川管理と地域への情報発信を行っています。

写真：夕日のおちる荒川放水路河口部
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荒川流域の成り立ち
秩父山地の清流としてはじまる荒川。
埼玉・東京の平野を緩やかに流れて海へと注ぐ荒川は、
その流域に多くの特徴を持っています。

水源近くの清らかな谷川の流れ

広い河川敷と田園風景

荒川流域の年間降水量

荒川流域図

荒川はその源流を甲
こ

武
ぶ

信
し

ケ
が

岳
たけ

(標高2,475m)に発し、山地を流
れ下り、埼玉県中央部の平野を潤

しながら首都圏を貫流します。

その荒川流域には、様々な特徴

と表情があります。

荒川流域の概要

荒川流域は、その大部分が埼玉

県下に位置し、下流部の一部に東

京都が含まれます。

その源流は、山梨・埼玉・長

野の 3県の県境にある甲武信ケ
岳に発し、河口までの流路延長は

173kmあります。

また、荒川の河床は、上流域の

山地では急勾配となっていますが、

秩父盆地から次第に緩勾配となり、

中流域の荒川低地では 1/1,000
～ 1/5,000と著しく緩勾配となっ
ている点に特徴があります。さら

に、下流域は秋ケ瀬取水堰から河

口までの区間が「感潮区間」となっ

ていて、潮汐の影響を受ける区間

が 35kmにも及ぶことが特徴です。
この荒川には 127本の支川があ

ると言われています。荒川の主要

な支川は、上流域では大
おお

洞
ぼら

川・中
なか

津
つ

川・赤
あか

平
びら

川などであり、中流域

では和田吉野川・市野川・入間川・

新河岸川が挙げられます。

これらの支川は、荒川本川の左

岸に合流する河川が 22支川、右
岸に合流する河川が 105支川あり、
ほとんどの支川が右岸側から合流

している点が特徴となっています。

荒川流域の地形

荒川流域の地形は、上流域には

秩父山地、秩父盆地および長瀞峡

谷が位置しています。

中流域では寄居町付近を扇頂部

とする扇状地が熊谷市付近まで広

がり、その下流域には沖積低地が

大宮台地と武蔵野台地を縫うよう

に広がっています。

下流域の沖積低地は東京低地と

も呼ばれ、深いところで 50m以
上に及ぶ沖積層が厚く分布してお

り、その大部分が標高3m以下の
低平な土地となっています。

荒川流域の気候と気象

流域の気候は、夏は高温多湿、

冬は低温乾燥型の内陸性の太平洋

型気候です。

荒川の水源地となる秩父・三峰

などの上流域では、山岳部の地形

の影響を受け、平野部より年間降

水量が多い状況にあります。

荒川流域では、7～ 9月の 3ヶ
月間の雨量が年間降水量の 50％
を占め、特に夏に降雨が集中する

のが特徴です。

荒川流域の上中下流域の特徴

上流域
荒川上流域の特徴は、発達した

河岸段丘や、長瀞の岩畳など、ダ

イナミックな景観が多い点にあり

ます。このため、埼玉・東京北部

の水源としての役割に加えて、観

光地としても人気を集めています。

中流域
上流から流れ下った荒川は、寄

居辺りで平野に出ると、川幅も広

く水勢も緩やかとなります。河口

から 62km地点 (吉見町・明秋 )
の河川敷の幅は約3kmあり日本
一広いと言われています。また広

い河川敷の両側の堤防と、そこか

ら直角に突き出た全国でも珍しい

横堤により、特徴のある田園風景

を見せています。

下流域
岩淵水門から下流の荒川は、放

水路の開削以降、沿川に多くの人

が住み、工場等が立地する高度な

土地利用が行われてきました。そ

のため、沿川の風景は高層マン

ションやオフィスが立ち並ぶ都市

的な景観となっている点が特徴と

いえます。
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放水路開削以前の東京東部・埼玉南部の姿

明治44年に着手された荒川放水路開削。
この変遷誌 (本誌 )で取り扱った事柄を開削前の地図に示します。

荒川放水路開削以前の姿

明治時代の洪水被害 (現在の台東区周辺 )
(出典：写真集 荒川下流75年の流れ )

明治時代の洪水被害 (水難者の様子 )
(出典：写真集 荒川下流75年の流れ )

明治時代の洪水被害 (現在の向島周辺 )
(出典：風俗画報臨時増刊

洪水地震被害録明治29年10月10日発行 )

明治時代の工場立地
(写真提供：国立国会図書館 )

鉄道の開通
(写真提供：川越市立博物館 )

明治時代の洪水被害 (現在の浅草公園 )
(写真提供：下川林之輔氏 )

荒川放水路が開削される以前は、日本

堤・隅田堤が江戸・東京のまちを水害か

ら守る役割を果たしていました。

明治期には帝都建設が進められ、鉄道

が発達し、工場の立地が進み、都市化が

進行します。この結果、隅田川周辺にも

人口や資産が集中したため、ひとたび洪

水が発生すると被害が甚大なものとなり

ました。

荒川放水路の開削は、明治 40年
(1907)・明治43年 (1910)の洪水を踏
まえて着手されました。

(資料：「迅速測図原図復刻版 ( (財 )日本地図センター )」より作成 )

※ 鉄道は現在の路線を表示
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現在の東京東部・埼玉南部の姿

人の手により開削された荒川放水路。
沿川は高度に都市化され、都市の中に残る貴重なオープンスペースとして
荒川放水路は機能しています。

荒川放水周辺の現在の姿

荒川放水路完成後から現在に至るまで

に、放水路の周辺では様々な変化があり

ました。

放水路開削前に度々洪水に悩まされた

浅草にある浅草寺は、今なお多くの人々

でにぎわい、その境内からは新たな名所

の東京スカイツリーも眺められます。一

方、放水路開削に伴って移転した木下川

薬師は、今も荒川放水路沿いに立地して

います。

また、荒川放水路では旧岩淵水門と岩

淵水門が並んで建つとともに、リバース

テーションや荒川ロックゲートが新たに

整備されて、かつての舟運機能が蘇りつ

つあります。

東京スカイツリーと浅草寺

移転後の木下川薬師 旧岩淵水門

現在の岩淵水門

新田リバーステーション 荒川ロックゲート (資料：「国土交通省国土地理院発行 1/10,000地形図」に一部加筆 )
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和年 (西暦 ) 荒川放水路の歴史 日本の歴史・近郊のできごと
明治29(1896) 旧河川法制定

明治37(1904) 日露戦争始まる ( 明治38年 (1905)に講和条約締結 )

明治40(1907) 台風により大出水

明治43(1910) 荒川、利根川をはじめ、関東・東北で大水害

明治44(1911)
荒川改修計画策定
放水路事業 ( 荒川第一次改修事業 ) 始まる、
測量・用地収用に着手、荒川改修事務所設置

市制・町村制改正公布

大正2(1913) 放水路開削工事開始
人や馬を使って高水敷を掘り始める

大正3(1914) 浚渫船を使って河口部分より低水路を掘り始める ドイツに宣戦布告 ( 第一次世界大戦に参戦 )
東京駅開業

大正5(1916) 岩淵水門起工

大正6(1917) 記録的な高潮で船舶・機械流失損傷

大正7(1918) 新川水門・綾瀬水門起工、常磐線・総武線鉄橋着工 国際連盟に正式加入

大正8(1919) 隅田水門起工、東武線鉄橋着工 都市計画法・市街地建築物法公布

大正10(1921) 綾瀬川通水 米穀法公布

大正11(1922) 中川通水、綾瀬水門竣工 日本農民組合結成

大正12(1923)

小名木閘門・新川水門完成
旧桜堤を切開き、低水路の一部に初めて水が通る
関東大震災により、28箇所で堤防崩れや、裂け目が入る

「荒川下流改修事務所」に改称

関東大震災

大正13(1924) 隅田水門・木下川水門・中川水門・岩淵水門竣工
荒川放水路全川に水を通す

昭和2(1927) 浅草・上野間に日本最初の地下鉄 ( 銀座線 ) 開通

昭和5(1930)
小松川閘門・船堀閘門完成
荒川放水路工事が完成する
荒川維持事務所設置

世界大恐慌、日本に波及

昭和6(1931) 荒川維持工事着手 ( 昭和25年まで継続 )

昭和11(1936) 綾瀬水門竣工

昭和12(1937) 盧溝橋事件 ( 日中戦争始まる )

昭和13(1938) 隅田水門竣工、大雨続き放水路堤防欠損

昭和14(1939) 三領水門完成、戦争のため、荒川放水路の花火が中止される

昭和16(1941) 台風により護岸・築堤の一部崩壊 対米英宣戦布告 ( 太平洋戦争始まる )

昭和20(1945) 「荒川工事事務所」に改称 東京大空襲
広島・長崎に原爆投下される、終戦

昭和22(1947) カスリーン台風により荒川、利根川で大水害

昭和23(1948) 「荒川下流維持事務所」に改称 (2月 )
「荒川下流工事事務所」に改称 (9月 ) 建設省設置法公布 (10施行 )

昭和24(1949) 岩淵出張所、小名木川出張所設置、荒川放水路の花火復活
キティ台風により荒川著しく増水

昭和25(1950) 荒川下流工事事務所移転 港湾法制定、国土総合開発法公布
朝鮮戦争

昭和26(1951) 荒川第2次改修計画策定

昭和29(1954) 地下鉄丸ノ内線一部開通 ( 戦後最初 )

昭和30(1955) 後半から神武景気

昭和31(1956) 水俣病確認、工業用水法施行

昭和32(1957) 低水路の河道拡幅 多目的ダム法施行、なべ底景気到来

昭和34(1959) 伊勢湾台風、工場等制限法施行

昭和35(1960) 安保騒動起こる
太平洋岸にチリ津波襲来、死者139人

昭和36(1961) 東京湾高潮対策計画に基づき高潮堤防工事着工 二瀬ダム完成
水資源開発促進法・水資源開発公団法制定

昭和37(1962) 水資源開発公団設立
東京の常住人口1千万人突破

昭和38(1963) 荒川右岸高潮堤緊急3ヶ年計画実施 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行
利根導水路建設事業着手

和年 (西暦 ) 荒川放水路の歴史 日本の歴史・近郊のできごと

昭和 39(1964) 荒川下流工事事務所改築
新河川法制定
東京で水不足により給水制限実施、武蔵水路工事着手
東海道新幹線開業、東京オリンピック開催

昭和 40(1965)
荒川水系一級水系に指定
荒川放水路の呼称が「荒川」に
荒川水系工事実施基本計画策定

「河川敷地の占用許可について」通達

昭和 41(1966)
右岸高潮堤防完成
荒川下流工事事務所の管理区間上流端を新荒川大橋から笹目橋まで延長
第一次河川敷地開放計画実施 (3ヵ年 )

河川砂利基本対策要綱制定
工業用井戸が表流水に転換される

昭和 42(1967) 左岸高潮堤防完成
荒川下流工事事務所所在地位置表示変更

武蔵水路工事完了
公害対策基本法制定

昭和 46(1971) 荒川下流域全地点で環境基準項目について調査開始 毎月 4 月 ( 北海道は 5 月 )が「河川美化月間」に
環境庁設置

昭和 47(1972) 河口付近の水溶性天然ガス採取停止 台風 20 号による関東地方洪水、浅間山荘事件

昭和 48(1973) 荒川水系工事実施基本計画策定 ( 改訂 )
新芝川排水機場工事着手

毎月 7 月 ( 北海道は 8 月 )が「河川愛護月間」に
石油危機

昭和 49(1974) 綾瀬水門竣工、旧芝川排水機場竣工
緊急河川敷道路の整備に着手 荒川が水資源開発水系に指定

昭和 50(1975) 笹目橋下流右岸築堤完了
隅田川の高潮対策完了

「河川愛護モニター」制度創設
国勢調査、農家戸数 500 万戸を割る

昭和 51(1976) 笹目樋門完成、木下川排水機場竣工
岩淵水門に水質自動監視装置設定、以後全域にわたり設置

昭和 53(1978) 河川浄化対策としての底泥浚渫事業開始
新芝川排水機場竣工

新東京国際空港 ( 成田空港 ) 開港
農林水産省発足 ( 農林省改組 )

昭和 54(1979) 台風 20 号により高潮水害 水質汚濁負荷量総量削減基本方針策定
地震時の河川管理施設点検要領制定

昭和 55(1980) 自航式バージ型 (かもめ号 )による塵芥処理開始
右岸下流部、高水敷造成工事に着手

昭和 57(1982)
台風 10 号により護岸等崩壊
台風 18 号による洪水
新岩淵水門概成

昭和 58(1983)
中川水門撤去完了
荒川左岸部と中川を分離する中堤の築堤工事に着手
新川水門船堀閘門撒去完了

昭和 59(1984) 綾瀬排水機場竣工 世界湖沼環境会議、「琵琶湖宣言」を発表
昭和 60(1985) 笹目水門改築 日航ボーイング 747、群馬県御巣鷹山に墜落
昭和 61(1986) 岩淵出張所移転、荒川下流懇談会 ( 第 1 回 )

昭和 62(1987)
荒川下流工事事務所新庁舎完成
荒川左岸部と中川を分離する中堤の築堤工事完成
首都高速葛飾江戸川線開通

高規格堤防 (スーパー堤防 ) 整備事業創設
荒川河川敷などで、偽 1 万円札約 4 億円発見

和年 (西暦 ) 荒川放水路の歴史 日本の歴史・近郊のできごと

平成元 (1989) 荒川下流域で高規格堤防 (スーパー堤防 ) 整備事業開始
三領水門改築 東証株価最高値 (バブル経済のピーク )

平成 2(1980) 河川水辺の国勢調査開始
平成 5(1993) 環境基本法制定
平成 7(1995) 荒川の将来を考える協議会設立 阪神・淡路大震災
平成 8(1996) 荒川将来像計画策定 「川の日」制定
平成 9(1997) 堀切菖蒲水門竣工 河川法改正、荒川貯水池完成

平成 10(1998) 荒川知水資料館開館
鹿浜地区高規格堤防 (スーパー堤防 ) 完成

平成 11(1999) 浦山ダム完成

平成 13(2001) 荒川における船舶の通船方法策定
国土交通省発足
水防法改正により、浸水想定区域の公表、避難場所の
住民等への周知

平成 14(2002)
「北区荒川洪水ハザードマップ」公表、対象地区で初の作成
小松川地区高規格堤防 (スーパー堤防 ) 完成
京成押上線荒川橋梁の架け替え事業の完了

平成 15(2003) 下平井水辺の楽校 ( 江戸川区 ) 登録
「荒川下流河川事務所」に改称 自然再生推進法施行

平成 16(2004) 新砂地区スーパー堤防完成
平井 7 丁目地区高規格堤防 (スーパー堤防 ) 完成 荒川第一調節池完成

平成 17(2005) 荒川ロックゲート完成
平成 18(2006) 荒川水系河川整備基本方針策定
平成 19(2007) 台風 9 号による出水

平成 21(2009) 浮間地区荒川防災ステーション開所
平成 22(2010) 荒川河川敷利用ルール運用開始 滝沢ダム完成

平成 23(2011)
荒川放水路事業着手 100 周年

「中央区荒川洪水ハザードマップ ( 荒川版 )」公表、
対象地区の全てで作成が完了

東日本大震災

荒川放水路事業の着手は今から 100年前の明治44年。
この 100年間に、荒川放水路は様々な出来事を経験してきました。

荒川放水路の事業年表

明治 ( 放水路開削着手 ) から昭和まで

昭和から平成へ

平成から今日まで
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書名／冊子名 編著者名 刊行元

荒川下流誌 荒川下流誌編纂委員会 財団法人リバーフロント整備センター

荒川下流の水質 荒川下流河川事務所 荒川下流河川事務所

荒川下流河川事務所平成 23 年度 事業概要 荒川下流河川事務所 荒川下流河川事務所

荒川市民パトロール隊 荒川上流河川事務所・荒川下流河川事務所 荒川上流河川事務所・荒川下流河川事務所

荒川将来像計画 全体構想書 1996 荒川の将来を考える協議会 荒川の将来を考える協議会

荒川将来像計画 2010 推進計画 荒川の将来を考える協議会 荒川の将来を考える協議会

荒川水系江東内部河川整備計画 東京都 東京都

荒川水系隅田川流域河川整備計画 東京都 東京都

荒川に新しい防災ネットワーク誕生！荒川ロックゲート 荒川下流河川事務所 荒川下流河川事務所

荒川ブックレット 荒川両岸まち歩き 小菅 堀切 四つ木 安藤義雄・矢沢幸一郎・志村紀男・谷口榮 特定非営利活動法人「あらかわ学会」

荒川ものがたり 荒川上流工事事務所 荒川上流工事事務所

荒川往来 荒川リバーステーション整備計画 荒川下流河川事務所 荒川下流河川事務所

荒川通航ガイド～ルールを守って快適通航～ 荒川下流河川事務所 荒川下流河川事務所

荒川定期横断測量 荒川下流河川事務所 荒川下流河川事務所

荒川放水路 建設からの 100 年 荒川下流河川事務所 荒川下流河川事務所

荒川羅針盤 2008 荒川下流河川事務所 荒川下流河川事務所

浮間ヶ原桜草圃場 北区 浮間ヶ原桜草保存会

江戸の川・東京の川 鈴木理生 井上書院

沖野忠雄と明治改修 土木学会 沖野忠雄研究資料調査小委員会 社団法人土木学会

河川水辺の国勢調査報告書 荒川下流河川事務所 荒川下流河川事務所

川の手 放水路のある風景 ―東京低地の川と地域の変貌を探る― 葛飾区郷土と天文の博物館 葛飾区郷土と天文の博物館

久遠の人 宮本武之輔写真集 高崎哲郎 社団法人北陸建設弘済会

江東区史 東京都江東区 東京都江東区

洪水と治水の河川史 大熊孝 平凡社自然叢書７

国土づくりの礎 松浦茂樹 鹿島出版会

市民カメラマン募集のご案内 荒川下流河川事務所 荒川下流河川事務所

自然も生き物もいっぱい 荒川下流部へようこそ！ 荒川下流河川事務所 荒川下流河川事務所

写真集 荒川下流 75 年の流れ 荒川下流工事事務所 荒川下流工事事務所

写真集 青山士 / 後世への遺産 青山士写真集編集委員会 山海堂

首都直下地震対策専門調査会報告 中央防災会議「首都直下地震対策専門調査会」 内閣府

新版荒川放水路物語 絹田幸恵 新草出版

事業所の水害対策 事業継続計画 (BCP) 作成のすすめ 荒川下流河川事務所 荒川下流河川事務所

迅速測図原図復刻版 ― ( 財 ) 日本地図センター

台東区史 東京都台東区 東京都台東区

高潮からまもる 東京港管理事務所高潮対策センター 東京都

大規模水害対策に関する専門調査会報告 中央防災会議「大規模水害に関する専門調査会」内閣府

東京 1 万分の１地形図集成 ― 柏書房

東京市史稿港湾編第五 東京市役所 臨川書店

都市を往く荒川   荒川下流下流工事事務所七十五年史 荒川下流下流工事事務所七十五年史編集委員会 荒川下流工事事務所

利根川治水の成立過程とその特徴 /アーバンクボタ No.19 宮村忠 久保田鉄工株式会社

日本産業史大系関東地方 (1959 年 12 月の巻末図 ) 地方史研究協議会 東京大学出版会

東日本大震災における荒川下流管内の被災状況等について 荒川下流下流工事事務所 荒川下流下流工事事務所

評伝 技師・青山士の生涯 高崎哲郎 講談社

評伝 工人・宮本武之輔の生涯 高崎哲郎 ダイヤモンド社

保存版災害対策ガイドブック 荒川下流河川事務所 荒川下流河川事務所

荒川放水路変遷誌の作成のために引用した文献を掲載しています。

引用文献

荒川下流誌

荒川下流誌は、荒川の生い立ち

から現代までをまとめたものです。

平成13 年 (2001) 1 月に荒川
下流誌作成のために検討委員会が

組織されました。

その後、構成の検討や執筆担当

者の選定が行われ、各論のコー

ディネーターが具体的に執筆担

当者との調整を行いながらまと

めてきたもので、荒川に関わりの

深い多くの方々によって編纂さ

れました。

構成は、荒川流域の成り立ち等

を記載した「第1 編  荒川流域」、放
水路開削の歩みについて記載した

「第2 編  荒川放水路」、江戸から
現代までの東京の発展と荒川の関

わりを記載した「第3 編  江戸・東
京の発展と隅田川・荒川」、最後

に関係の深い識者の方々により未

来が語られた「第4 編  これからの
都市と水辺空間（将来への提言）」

から成っています。

その他、荒川放水路を広範で幅

広い視点でとらえたコラムや、豊

富な基礎データをまとめた資料編

がついています。本変遷誌も荒川

下流誌に記載のある多くの知見を

参考に作成しています。

荒川放水路のことをもっと知り

たい方は、是非ご覧ください。

荒川下流誌

荒川下流誌目次

第 1 編 荒川流域

第 1 章 荒川流域の成り立ち

第 2 章 荒川・利根川と埼玉平野の開発

第 3 章 荒川下流域の生態環境

第 2 編 荒川放水路

第 1 章 新しい荒川開削への道

第 2 章 荒川放水路の開削

第 3 章 放水路開削後の歩み

第 3 編 江戸・東京の発展と隅田川・荒川

第 1 章 江戸のまちづくりと隅田川

第 2 章 大都市江戸を支えた上下水道と隅田川

第 3 章 東京の発展と荒川・隅田川

第 4 章 東京の河川・上下水道整備の歴史

第 5 章 都市における生物の生息・生育空間

と荒川

第 4 編 これからの都市と水辺空間 (将来への提言 )

第 1 章 座談会「これからの荒川」

第 2 章 座談会「都市における荒川」

第 3 章 誌上座談会「荒川のこれからに寄せて」

※ 本編中の写真のうち、特に出典の記載のないものは荒川下流河川事務所保管資料です。
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荒川放水路変遷誌に出てくる言葉の解説です。
河川に関する一般的な言葉の解説や、荒川放水路に関わりの深い事項について紹介します。

基礎知識

水
すい

系
けい

同じ流域内にある本川、支川、派川お
よびこれらに関連する湖沼を総称して

「水系」といいます。その名称は、本川
名をとって荒川水系、利根川水系など
という呼び方が用いられています。

流
りゅういき

域
降雨や降雪がその河川に流入する全地
域 ( 範囲 )のことです。集水区域と呼
ばれることもあります。

本
ほん

川
せん

(幹
かん

川
せん

)
水系のなかで、流量、長さ、流域の大
きさなどが、もっとも重要と考えられ
る、あるいは最長の河川です。

支
し

川
せん

本川に合流する河川です。また、本川
の右岸側に合流する支川を「右支川」、
左岸側に合流する支川を「左支川」と呼
びます。さらに、本川に直接合流する
支川を「一次支川」、一次支川に合流す
る支川を「二次支川」と、次数を増やし
て区別する場合もあります。

幹
かんせんりゅうろえんちょう

川流路延長
1つの水系の中で流量・流域面積の大
きいものを幹川とし、河口から谷をさ
かのぼった分水界上の点までの流路の
延長をいいます。

放
ほう

水
すい

路
ろ

(分
ぶん

水
すい

路
ろ

)
河川の途中から新しく人工的に開削し、
直接海または他の河川に放流する水路
のことで、「分水路」と呼ばれることも
あります。河川の流路延長を短くして、
洪水をできるだけ早く放流する場合、
または洪水量が増大して河道の拡張だ
けでその洪水を負担することが困難な
場合、あるいは河口が土砂の堆積など
によって閉塞されているような場合に
設けられます。

捷
しょうすいろ

水路
河川の湾曲部を矯正して、洪水を安全
に流下させるために開削した水路です。

堤
てい

防
ぼう

河川では、計画高水位以下の水位の流
水を安全に流下させることを目的とし
て、山に接する場合などを除き、左右
岸に築造されます。構造は、ほとんど
の場合、盛土によりますが、特別な事
情がある場合、コンクリートや鋼矢板
( 鉄を板状にしたもの )などで築造さ
れることもあります。

右
う が ん

岸・左
さ が ん

岸
河川を上流から下流に向かって眺めたと
き、右側を右岸、左側を左岸と呼びます。

法
のり

勾
こう

配
ばい

護岸や堤防などの斜面の部分の勾配
( 傾斜、傾き )です。直角三角形の鉛
直高さを 1としたときの水平距離が
ｎの場合、1：nと表示します。

余
よ

裕
ゆう

高
だか

洪水時の風浪やうねり等による一時的
な水位上昇に対応するため、また、洪
水時の巡視や水防活動の安全を確保す
るため、堤防高さと計画高水位との間
に取るべき余裕の最小値をいいます。

堤
てい

内
ない

地
ち

・堤
てい

外
がい

地
ち

堤防によって洪水氾濫から守られてい
る住居や農地のある側を堤内地、堤防
に挟まれて水が流れている側を堤外地

と呼びます。

川
かわ

表
おもて

・川
かわ

裏
うら

堤防を境にして、水が流れている方を
川表、住居や農地などがある方を川裏
と呼びます。

河
か

川
せん

区
く

域
いき

一般に堤防の川裏の法尻から、対岸の
堤防の川裏の法尻までの間の河川とし
ての役割をもつ土地を河川区域と呼び、
河川法が適用される区域をいいます。

高
こう

水
すい

敷
じき

・低
てい

水
すい

路
ろ

高水敷は、複断面の形をした河川で、
常に水が流れる低水路より一段高い部
分の敷地です。平常時にはグランドや
公園など様々な形で利用されています
が、大きな洪水の時には水に浸かって
しまいます。

A
えーぴー

.P.
荒川水系における水準を表す言葉で
ArakawaPeilの略です。Peilとはオラ
ンダ語で「水標準」「基準面」などを表
しています。中央区新川にある「霊岸
島水位観測所」で A.P. ±0が定められて、
現在全国の高さの基準である T.P.( 東京
湾中等潮位＝海抜 )は、A.P.+1.134m
と定められました。

計
けい

画
かく

規
き

模
ぼ

洪水を防ぐための計画を作成すると
き、対象となる地域の洪水に対する安
全の度合い ( 治水安全度と呼ぶ )を表
すもので、この計画の目標とする値で
す。一級河川の主要区間の計画規模は
1/100 ～ 1/200、言いかえるなら平均
して 100年～ 200年に一度の割合で発
生する洪水を目標に整備されています。

基
き

本
ほん

高
こう

水
すい

の
の

ピ
ぴ

ー
－

ク
く

流
りゅうりょう

量
基本高水のピーク流量は、洪水を防ぐ
ための計画において、流域に降った計
画規模の降雨がそのまま河川に流れ出
た場合の河川流量の最大値をいいます。
堤防や河道の整備は、これに基づいて
行われています。

洪
こう

水
ずい

調
ちょうせつりょう

節量
人工的に建設した洪水調節用ダム、調
節池、遊水地などに一時的に洪水流量
の一部分を貯めることによって、下流
の河道に流れる流量を減少させる ( 調
節する )ことができます。洪水調節量
は、この減少した ( 調節した ) 分の流
量のことです。

計
けい

画
かく

高
こう

水
すい

位
い

・計
けいかくこうすいりゅうりょう

画高水流量
計画高水流量は、河道を設計する場合
に基本となる流量で、基本高水を河道
と各種洪水調節施設に合理的に配分し
た結果として求められる河道を流れる
流量です。
計画高水位は、計画高水流量が河川改
修後の河道断面 ( 計画断面 )を流下す
るときの水位です。

利
り

水
すい

河川の水を人間社会のために使うこと
をいいます。昔は利水といえば農業用
水がほとんどでしたが、近年では水道
用水・工業用水・発電など、都市社会
の水としての利用が増加しています。

浚
しゅんせつ

渫
水面下の土砂を掘削することをいいま
す。浚渫のための作業船を浚渫船とい
い、ポンプ、グラブ、ドラグサクショ
ン等があります。

氾
はんらんちゅういすいい

濫注意水位
この水位を超えると、法崩れ、洗掘、漏
水など災害が発生する危険性のある水
位のことをいいます。水防関係機関は
出動し、河川の警戒にあたります。従
来は「警戒水位」と呼ばれていました。

避
ひなんはんだんすいい

難判断水位
市区町村長による避難勧告等の発令判
断の目安であり、住民の避難判断の参
考になる水位です。水防情報周知河川
においては、従来「特別警戒水位」と呼
ばれていました。

氾
はんらんきけんすいい

濫危険水位
氾濫注意水位を超え、さらに水かさが
増し、溢水・はん濫等により重大な災
害が起こるおそれがある水位のことを
いいます。従来は「危険水位」と呼ばれ
ていました。

外
がい

水
すい

氾
はん

濫
らん

・内
ない

水
すい

氾
はん

濫
らん

ある地域から洪水の原因をみたとき、
外からくる水 (たとえば川の氾濫、堤
防の決壊など )を外水氾濫、地域内に
降る雨によっておこる洪水を内水氾濫
といいます。

江
こう

東
とう

デ
で

ル
る

タ
た

地
ち

域
いき

荒川と隅田川にはさまれた、墨田区、
江東区、江戸川区にまたがる地域のこ
とをいいます。

ゼ
ぜ

ロ
ろ

メ
め

ー
－

ト
と

ル
る

地
ち

帯
たい

一般に、地盤沈下などによって、地盤の
高さが海面よりも低くなった地域のこ
とをいいます。その定義は、明確ではあ
りませんが、平均満潮位よりも低い地域
をさす場合、または平均干潮位よりも低
い地域をさす場合があります。荒川沿
川の場合、平均干潮位以下の地区は、江
戸川区・江東区・墨田区にまたがる約
32平方キロメートルに及びます。

感
かんちょうくかん

潮区間
海の潮の満干の影響を受ける区間のこと
をいいます。荒川では秋ヶ瀬取水堰より
下流の河川がその部分にあたります。

水
すい

門
もん

本川と支川が交わる場所に設置されて
います。普段は水門が開いていますが、
台風や大雨などで、本川の水が増水す
ると、水門を閉じて、支川に本川の水
が流れ込まないようにします。

樋
ひ

門
もん

・樋
ひ

管
かん

用水の取入れ、悪水の排水などのため
に堤防を横断する暗渠をいいます。樋
門と樋管の区別はあまり明瞭ではあ
りませんが、比較的大きいものを樋門、
小さいものを樋管といっています。

閘
こう

門
もん

水位差の大きい 2河川を結ぶ運河をつ
くる場合、急流すぎたり、水量が不足し
て運河化できないことがあります。ま
た、河川を横断して堰や水門がつくられ
ると、その上・下流の水位に落差ができ、
船が通過できなくなります。こうした
場所に、船の航行を可能にするようにつ
くられた構造物を閘門といいます。

排
はい

水
すい

機
きじょう

場
洪水時に樋門などを閉じてしまうと堤
内地側に降った雨水が川へ出ていかな
くなります。この堤内地側の水をポン
プによって川へ排出する施設が排水機

場です。

河
か

川
せん

水
みず

辺
べ

の国
こくせいちょうさ

勢調査
定期的・継続的・統一的な河川に関す
る基礎情報の収集整備を図ることを目
的として、全国の主要な河川について
平成２年から実施している調査です。
この調査では、植物や鳥類、魚類など
の生物の生育・生息状況、河道や水際
部の状況及び河川の利用状況などを調
べています。

環
かんきょうきじゅん

境基準
人の健康を保護し、生活環境を保全す
るうえで維持されることが望ましい基
準です。環境基本法第16条第1項に基
づき、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の
汚染および騒音について、この基準が
設定されています。
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東京都知事、および荒川放水路に関わりの深い 2市9区の首長より、
荒川放水路への思いと期待について寄稿文を頂きました。

荒川放水路に関わりの深い
首長からのメッセージ

急峻で狭隘な我が国の国土において、水害への備えは極めて重要であ
り、治水事業は国家百年の計で進められてきました。明治四十三年の大
洪水を契機に建設された荒川放水路は、この百年間で幾度となく首都東
京を洪水から守ってきており、まさに、治水の鑑となる事業であります。
未曾有の被害をもたらした東日本大震災を受け、都では被災者や被災

地の支援を行うとともに、防災対策に万全を期し、災害に強く、高度な
防災力を備えたまちづくりを進めております。
多くの国難を克服し、偉業を成し遂げた先人たちに敬意を表すととも

に、本変遷誌が今後の事業を円滑に進める範となり、高度な防災都市東
京が実現されることを期待します。

川口市は荒川を挟んで首都東京に
接し、江戸時代から舟運による物資の
輸送や、良質な砂による鋳物産業の発
展など、地場産業の発展に大きな恩恵
を受けてまいりました。その一方で、
荒川は「荒れる川」として、沿川地域は
度々洪水に見舞われ、甚大な被害を
被って来ました。今年は荒川放水路着
手から 100年という節目の年、近年の
ゲリラ豪雨の頻発や集中豪雨による浸
水被害の防止など、市民の安全・安心
の確保のため、荒川放水路の役割は今
後ますます重要になるものと考えてお
ります。

明治４３年の大洪水では墨田区の
旧本所区で約３万棟が浸水するなど、
大きな被害を受けましたが、この放水
路が完成した結果、区民にとって大き
な水害の不安から解放されております。
日常的にも、都市空間の貴重なオープ
ンスペースとして、水生生物の生息場
所となっているとともに、スポーツ施
設が集まるレクリエーションの拠点に
もなっております。
これからも放水路建設に至る先人

達の苦労を忘れぬようにしつつ、この
すばらしい荒川を将来に残せるように
努めていきたいと考えております。

江東区を縦横に走る河川の全ては
荒川水系の河川ですが、かつては、し
ばしば洪水を起こす暴れ川でもある
「坂東太郎」と称される利根川（現・旧
中川）が流れ、江戸時代以前は人が暮
らせる環境にはなかったようです。そ
の後の利根川の東遷事業と「荒川放水
路」の完成という国を挙げての治水事
業の上に、本区の現在の発展がありま
すが、更なる発展のためにも、東日本
大震災を教訓とした荒川堤防（外郭堤
防）の一層の防災機能の向上を心より
願っております。

東日本大震災当日、鉄道が止まり、
帰宅する人で道路は渋滞し、歩道には
人が溢れていました。その光景を見て、
私は、荒川を交通機関として役立てる
ことができればと思いました。
北区には、ランドマークとなってい

る新旧、赤と青の二つの岩淵水門があ
ります。この景観に多くの方に親しん
でいただき、賑わいある水辺空間を創
出するうえでも、今後の河川舟運の促
進に期待をしたいと思います。

荒川は、都市における貴重なオープ
ンスペースです。
治水・利水とあわせて水辺環境の

保全等の整備が進められ、春には板橋
Cityマラソン、夏には花火大会の開催
など区民の皆様にとってふれあいとい
こいの場となっています。
今後も、区民の皆様とともに多彩で

活気あふれる荒川の歴史と文化を紡い
でいけることを楽しみにしています。

川とともに生きるまち「かつしか」

広大な水辺空間を有する荒川は、公
園やスポーツ施設などが整備されると
ともに、多様な自然環境が残る区民に
とって貴重なレクレーションの場、災
害時の避難場所など、生活の質を高め、
快適で安全な生活を営む上で大変重要
な役割を担っております。
葛飾区では、今後とも治水や河川

環境との調和を図りながら、荒川をス
ポーツやレクレーションなど、人々が
集い、憩う空間としての活用を図って
まいりたいと考えております。

我が区の名前の由来ともなってい
る荒川は古くから人々の暮らしに深く
関わってきました。かつては、その名
のとおり「荒ぶる川」であり、特に、明
治43年の大洪水は、東京府、埼玉県等
に甚大な被害を引き起こし、当時、北
豊島郡と呼ばれていた荒川区の地域で
も家の軒下まで水につかるなどの大き
な被害が発生いたしました。
この洪水を受けて荒川放水路は、困

難な工事を克服して建設され、完成に
より沿川に暮らす人々に大きな安心感
を与えました。改めまして建設に携わ

られました関係者の皆様方に深く感謝申し上げます。
私にとりましても、荒川は、子どもの頃に友達と一緒に魚釣りや虫取

りをした想い出の場所、故郷でもあります。
現在でも、荒川下流河川事務所の御協力の下、野球場やマラソン大会

のコースとして、また、日常の散歩コース、子どもの遊び場として、多く
の荒川区民に親しまれている場所となっています。
荒川区といたしましては、今後とも、荒川が人々の生命・財産を水害

から守る「砦 (とりで )」、そして親しまれ、心安らぐ「憩いの場」として
の役割を果たしていただけるようお願い申し上げるとともに、荒川下流
部沿川の区市と連携して、最大限の協力を行ってまいります。

生まれも育ちも足立である私に
とって「荒川放水路」は、まるで第２の
父母のような存在でした。悲しくて、
悔しくて自分ではどうにもならないよ
うな時、私はいつも土手を駆け上がり
大声を上げて泣きました。そんな私を
あるときは厳しく、あるときはやさし
く、大きな懐の中で包み込んでくれた
のが荒川でした。荒川は「ふるさと」の
代名詞です。

首都東京を水害から守り、人々の暮
らしを支える荒川放水路の歴史を振り
返る時、治水の重要性を再認識すると
ともに、先人の英知と労苦にあらため
て畏敬の念を抱きます。
今日の荒川は、流域の住民にとって

貴重な水辺空間です。スーパー堤防上
の桜の名所・小松川千本桜や、広大な
河川敷はスポーツや自然観察などの場
として、多くの方で賑わっています。
今後も、国や流域の皆様とともに、

災害に強く安全で快適な河川整備に取
り組んでまいります。

戸田市は、かつて中山道の「戸田の
渡し」と係わりが深く、明治８年に戸
田橋が開通して、新しい時代の幕開け
となりました。大正７年からの荒川の
改修工事は、治水安全度が向上するこ
とにより、戸田市発展への礎となりま
した。現在、荒川の水辺環境は、暮ら
しの潤いと自然との共生に欠かせない
ものとなっております。一方、想定し
得ない地震、津波や水害などの自然災
害が危惧されていることから、将来に
わたり市民が安心して生活ができる治
水事業の進展を期待しております。

荒川放水路が隅田川にやわらかで、
うららかな流れをもたらし、桜と花火の
似合う下町風情は、私たちの憩いの場所
として賑わってきました。しかし、高度
経済成長期は、経済至上、花火よりも株
価が上がることが第一となり、隅田川は
悲しく汚れていきました。平成の時代
を迎え、経済的価値に対する求心力の低
下により、隅田川の復活が始まりまし
た。川は少しずつきれいになり、再び身
近に感じる水辺となっています。荒川
と隅田川が兄弟河川として、引き続き穏
やかな流れが続くことを祈ります。

東京都知事

石原  慎太郎
戸田市長

神保  国男

墨田区長

山崎  昇

江東区

山崎  孝明
北区長

花川  與惣太

板橋区長

坂本  健

葛飾区長

青木  克徳

川口市長

岡村  幸四郎

足立区長

近藤  やよい

江戸川区長

多田  正見台東区長

吉住  弘

※ 掲載順：全国地方公共団体コード ( 総務省 )による

荒川区長

西川  太一郎
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- 8

荒川下流河川事務所は、放水路事業に着手された明治44年に荒川改修事務所として設立。
荒川下流部の河川管理と地域への情報発信を行っています。

荒川下流河川事務所の概要

事務所沿革

荒川下流河川事務所は、荒川放水

路開削事業の着手に際し、明治44
年 (1911) 6月に用地買収事務のた
めの千住土地収用事務所を設け、同

年8月には荒川改修事務所 (内務省
土木局東京土木出張所 )を東京府
南足立郡千住町3丁目牛田地先に
設置されたことがはじまりです。

その後、大正7年 (1918)には
荒川上流改修工事が着工され、大

正9年 (1920) 1月に荒川上流改
修事務所が開設されたこともあり、

大正12年 (1923) 9月には荒川下
流改修事務所と改称しました。な

お、当時の東京土木出張所は関東

地方1府7県の直轄工事の施工監

督を担当していました。

放水路工事の完成にともない、

昭和5年 (1930)に事務所を東京
府南葛飾郡小松川町中平井地先に

移転し、維持工事の着手に合わせ、

同年11月には荒川維持事務所と
改称しました。

昭和 18年 (1943) 12月の行
政機構改革によって、東京、横浜、

新潟の各土木出張所が関東土木出

張所に統合され、昭和20年 (1945) 
12月には荒川工事事務所 (内務
省国土局関東土木出張所 )と改称
するとともに、荒川上流改修事務

所が置かれていた埼玉県入間郡古

谷村古谷上地先に移転しました。

昭和23年 (1948) 1月に内務省
が解体され、建設院が設置される

と、翌2月には、荒川工事事務所
から分離して荒川下流維持事務

所 (建設院関東地方建設局 )が江
戸川区平井4丁目地先に設置され
ました。その後、同年7月の建設
省設置に伴い、9月には荒川下流
工事事務所 (建設省関東地方建設
局 )と改称され、昭和25年 (1950) 
11月、東京都北区志茂3丁目地先
(現在地5丁目41番地1号 )に移
転したのです。

その後、平成13年 (2001)1月
に省庁再編に伴い、建設省関東地

方建設局は、国土交通省関東地方

整備局となり、平成15年 (2003)4
月に荒川下流河川事務所と名称変

更し、現在に至っています。

事務所年表

現在の荒川下流河川事務所

荒川下流河川事務所

荒川下流河川事務所は、岩淵水門を目の前にする

“ 北区志茂 ”にあります。その隣には、荒川知水資

料館 (アモア )があり、敷地内には、荒川放水路と
旧岩淵水門の完成を記念し、青山士を含む工事関係

者らで建てた治水大成の記念碑をはじめとして、荒

川放水路をもっと知って頂くための場があります。

どうぞご利用下さい。

荒川のことをもっと知りたい方へ

発行年月 2011 年 10 月

発行／お問い合わせ 国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所 調査課

〒 115-0042 東京都北区志茂 5-41-1

TEL：03-3902-2311( 代 )

URL：http://www.ktr.mlit.go.jp/arage/index.html
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荒川に関するホームページ

http://www.ktr.mlit.go.jp/arage/index.html

年 事 務 所 名 記 事 所 在 地

明治 44 年 荒川改修事務所 ( 内務省土木局東京土木出張所 )
荒川放水路工事着手による
事務所開設

東京府南足立郡千住町 3 丁目牛田地先

大正 12 年 荒川下流改修事務所 ( 内務省土木局東京土木出張所 ) 名称変更 同上

昭和 5 年 同上 事務所移転 東京府南葛飾郡小松川町中平井地先

〃 荒川維持事務所 名称変更 同上

昭和 20 年 荒川工事事務所 ( 内務省国土局関東土木出張所 ) 事務所併合、名称変更 埼玉県入間郡古谷村古谷上地先

昭和 23 年 2 月 荒川下流維持事務所 ( 建設院関東地方建設局 ) 事務所分離、名称変更 東京都江戸川区平井町 4 丁目

昭和 23 年 9 月 荒川下流工事事務所 ( 建設省関東地方建設局 ) 名称変更 東京都江戸川区平井町 4 丁目

昭和 24 年 4 月 同上
岩淵出張所・
小名木川出張所設置

岩淵出張所 ( 東京都北区志茂 5 丁目 41 番 2 号 )
小名木川出張所 (東京都江東区大島8丁目33番26号 )

昭和 25 年 同上 事務所移転 ( 木造平屋 ) 東京都北区志茂 3 丁目

昭和 39 年 同上 事務所改築 ( ＲＣ 2 階 ) 同上

昭和 42 年 同上 位置表示変更 東京都北区志茂 5 丁目 42 番 6 号

昭和 63 年 同上 事務所移転 東京都北区志茂 5 丁目 41 番 1 号

平成 13 年 1 月 省庁再編に伴い国土交通省 名称変更 同上

平成 15 年 4 月 荒川下流河川事務所 名称変更 同上
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